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Ⅲ 年金について 

１ 公的年金制度                   

（１）公的年金制度の概要 

公的年金制度は、老齢、障害及び死亡の給付事由により、一定の受給要件を備えた

人に年金を支給する制度で、国民年金と厚生年金保険により構成されています。 

① 国民年金 

国民年金は、20歳以上60歳未満の全国民に加入が義務づけられ、全国民が共通の

基礎年金を受けられる制度です。(１階部分) 

共済組合の組合員も同時に国民年金の被保険者となっています。 

国民年金の被保険者は職種等によって第１号から第３号までに分かれます。 

② 厚生年金保険 
被用者(国民年金の第２号被保険者に該当する方)のための制度で、報酬に比例し

た年金を支給します。(２階部分) 

厚生年金の被保険者は、勤務の形態により「一般・国共済・地共済・私学共済」の

４通りに分かれます。 

〈国民年金と厚生年金の被保険者〉 
厚
生
年
金 

 

一般 

厚生年金 

被保険者 

国共済 

厚生年金 

被保険者 

地共済 

厚生年金 

被保険者 

私学共済 

厚生年金 

被保険者 

 

国
民
年
金 

第１号被保険者 

（自営業者等） 

第２号被保険者 

（民間会社員や公務員など） 

第３号被保険者 

(第２号被保険者

の被扶養配偶者) 
 

 [MEMO] 基礎年金番号について 

公的年金の加入資格が発生した際に、各公的年金制度を通じて共通化した年金番号が、基礎年金

番号として付番されます。この番号は加入年金制度を異動しても変わらない生涯不変の１人１番号

とされています。共済の加入期間しかない方は、国民年金手帳を持っていません。代わりに、平成

９年に「基礎年金番号通知書」が発行されています。紛失した場合の再発行は年金事務所に依頼し

てください。 

なお、国民年金手帳は手帳形式を廃止して通知のみとすることになり、令和４年４月１日より「基

礎年金番号通知書」に切り替えられました。 

（２）年金給付の種類 

 制度 国民年金 

(日本年金機構から給付) 

厚生年金 

(公立学校共済組合等から給付) 事由  

老齢 

（退職） 

64歳まで － 特別支給の老齢厚生年金 

65歳から 老齢基礎年金 本来支給の老齢厚生年金 

障害  障害基礎年金 障害厚生年金 

死亡  遺族基礎年金 遺族厚生年金 

・ 一定の支給要件を満たしているときに受給できます。 

・ 被用者年金が一元化された日(平成 27 年 10 月１日)より前に受給権を取得した場

合は、退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給されます。 
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（３）被用者年金制度の一元化について 

平成 24 年 8 月 22 日に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律が公布され、平成 27 年 10 月１日から被用者年金制度は厚生年金

に一元化されました。 

これは、今後の少子・高齢化の進展に備えるため、年金制度の規模を拡大して財政

の安定を図るとともに、公務員と民間企業の会社員が同一の年金制度に加入すること

で、公的年金制度全体での公平性を保つためです。２階部分の年金は厚生年金保険に

統一され、共済年金と厚生年金保険の制度的な差異は厚生年金保険にそろえて解消さ

れています。 

また、職域年金相当部分は公的年金としての給付が廃止され、新たに「年金払い退

職給付」という制度が創設されています。 

【平成 27年 9月 30 日まで】 

 共済年金    

 職域年金相当部分※  3 階部分 

 厚生年金保険 厚生年金相当部分  2 階部分 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 

 
1 階部分 

    

自営業者等 

<第 1 号被保険者> 

民間会社員等 

<第 2号被保険者> 

公務員等 

<第 2 号被保険者> 

第 2号被保険者の

被扶養配偶者 

<第 2号被保険者> 

 

 

【平成 27 年 10 月１日以降】 

  
 

  

 厚生年金保険  2 階部分 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 

国民年金 

(基礎年金) 
 

1 階部分 

    

自営業者等 

<第 1号被保険者> 

民間会社員等 

<第 2号被保険者> 

公務員等 

<第 2 号被保険者> 

第 2号被保険者の

被扶養配偶者 

<第 2号被保険者> 

※ 職域年金相当部分の取扱い 

・平成 27年９月 30 日までに共済年金の受給権が発生した場合 

⇒ 年金の受給権がある間は従前どおり、職域年金相当部分が支給される。 

・平成 27年 10 月１日以降に年金の受給権が発生した場合 

⇒ 職域年金相当部分の掛金を納めていた期間に応じた年金が「旧職域部分」として

支給される。（経過措置が設けられる）ただし、職域年金相当部分の掛金を納めてい

た期間を有する者が平成 27 年 10 月以降に公務外で死亡した場合の遺族給付は、旧

職域部分は支給されない。 

⇒ 平成 27 年 10 月１日以降も引き続き組合員として在職している場合は、「年金払い

退職給付」と呼ばれる新たに創設された制度が適用される。 

※ 

従来の職域年金相当部分の掛金

を現役の組合員から徴収しない。

(職域年金相当部分については世

代間扶養が行われる) 
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〇平成 27年 10 月以降の年金給付のイメージ  
【平成 27年 9 月まで】  【平成 27年 10 月以降】 

 

共済年金 

 

職域年金 

相当部分 

＋ 

厚生年金 

相当部分 

 

年金払い退職給付 
 

旧 職域年金 
 

厚生年金 

 

基礎年金 
 

基礎年金 
 

 (４)年金額の改定 

年金額は、毎年の「物価」「賃金」の上昇や下落に応じて、翌年度の年金額を改定(増

額や減額)することとなっています。 

ただし、年金水準の伸びに現役世代の保険料負担能力の動きが反映されるよう、物

価や賃金の変動だけで年金額を改定するのではなく、公的年金の被保険者数の減少や

平均余命の伸びを年金額に反映させる「マクロ経済スライド」と呼ばれる仕組みが導

入されています。 

平成 28 年 12 月に成立した、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年

金法等の一部を改正する法律」により、年金額の改定ルールが見直されました。 

 

年金額は、賃金・物価の変動に応じて毎年度改定されます。 

 保険料収入等限られた財源の中で、年金の給付水準を調整する仕組みとして、「マクロ経済

スライド」が導入されています。具体的には、賃金・物価による年金額の伸びから、平均余命

の伸びや現役世代の減少を考慮した「スライド調整率」を差し引いて、年金額を改定すること

となっています。ただし、年金受給者に配慮して、前年度より年金額を引き下げる調整は行わ

ない措置(名目加減措置)がとられています。 

改正前イメージ図 
賃金(物価)上昇が 0.3%から 2％に回復し、スライド調整率がいずれの場合も 1%と仮

定したときの例 

Ⅰ賃金・物価の伸びが小さい場合 
 

Ⅱ賃金・物価が大幅に上昇した場合 
 

 

 

 

・年金額の名目下減を維持(現在の高齢世代に配慮) 

→スライド調整率 1%のうち、賃金(物価)上昇分(0.3%)の

み調整する。 

・Ⅰの未調整分(0.7%)の調整はしない。 

今までの年金額改定ルール 

平成 27 年 10 月 1 日以降に

年金払い退職給付として掛

金を納めた期間に応じた年

金が支給される。 

平成 27 年 9 月 30 日までに

職域年金相当部分の掛金を

納めていた期間に応じた年

金が支給される。 

年金額改定なし 

実際の調整 

0.3%抑制 

スライド調

整率 

1% 

賃金 

(物価) 

0.3%上昇 
景気回復 

賃金 

(物価) 

2%上昇 

スライド調整率 

1%抑制 

年金額の改定率 

1%上昇 
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マクロ経済スライドによる年金額の調整は、上図Ⅱの例のように賃金・物価が大幅に上昇し

なければ、十分に行われません。 

 そのため、名目加減措置は維持しつつ、賃金・物価の伸びが小さいとき、または下落したと

きに調整できず繰り越した未調整分を賃金・物価の上昇時に調整する仕組み(キャリーオーバ

ー)が導入されました。これにより、年金額の上昇は抑制されることとなります。 

 

改正後イメージ図 
賃金(物価)上昇が 0.3%から 2％に回復し、スライド調整率がいずれの場合も 1%と仮

定したときの例 

Ⅰ賃金・物価の伸びが小さい場合 
 

Ⅱ賃金・物価が大幅に上昇した場合 
 

 

 

 

 

 

・年金額の名目下減を維持(現在の高齢世代に配慮）：現行

のまま 

・Ⅰの未調整分(0.7%)をキャリーオーバーし、当年度

のスライド調整率(1%)と合わせて調整する。 

 

 

 現行では、賃金の変動率がマイナスで、物価の変動率より低下している場合には、物価の変

動に合わせて年金額が減額されるか、改定なしとされています。 

 令和３年４月からは、将来世代の給付水準の確保のため、上記の場合には賃金の変動に合わ

せて年金額が改定(減額)されます。 

  

マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し 

賃金・物価スライドの見直し 

年金額改定なし 

実際の調整 

0.3%抑制 

スライド調

整率 

1% 

賃金 

(物価) 

0.3%上昇 
景気回復 

賃金 

(物

価) 

2%上

昇 

スライド調整率  1% 

 + 合計 1.7%抑制未

調整分の調整 0.7% 

年金額の改定

率 

平成 30 年 4 月から 

キャリーオーバー 

令和 3 年 4 月から 
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２ 退職したあとの年金 

（１）支給開始年齢 

老齢厚生年金は、原則として 65 歳から支給開始になりますが、特例により 65 歳に

達する前に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。この特別支給の老齢厚生年金は、

65 歳からは本来支給の老齢厚生年金に切り替わり、あわせて日本年金機構から老齢基

礎年金が支給されます。(実施機関ごとに、その実施機関に加入した期間（平成 27 年

10 月の被用者年金一元化前の期間を含みます。)について決定します｡) 

なお、20 ページのイメージ図のとおり、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の

支給開始年齢は、昭和 28 年４月２日以降に生まれた方から生年月日に応じて 61 歳か

ら 64 歳まで段階的に引き上げられ、昭和 36 年４月２日以降に生まれた方は特別支給

の老齢厚生年金の適用がなくなり、65 歳から老齢厚生年金が支給されることになりま

す。 

この支給開始年齢の引き上げに伴い、昭和 28 年４月２日以降に生まれた方は、支給

開始年齢前であっても、60 歳以上であれば特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)を

繰り上げ受給できるようになりました。 

また、昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の場合は、本来支給の老齢厚生年金を繰

り上げることができます。 

詳細は 30 ページの「老齢厚生年金・退職共済年金の繰上げ支給制度」を参照くださ

い。 
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支給開始年齢引き上げイメージ 

生年月日        60 歳                                 65 歳 

昭和 16年４月２日から 特別支給の退職共済年金* 退職共済年金* 

昭和 18年４月１日まで 61 歳～ （定額部分） 老齢基礎年金 

    

昭和 18年４月２日から 特別支給の退職共済年金* 退職共済年金* 

昭和 20年４月１日まで 62 歳～ （定額部分） 老齢基礎年金 

    

昭和 20年４月２日～ 特別支給の退職共済年金* 退職共済年金* 

昭和 22年４月１日まで 63 歳～ （定額部分） 老齢基礎年金 

    

昭和 22年４月２日～ 特別支給の退職共済年金* 退職共済年金* 

昭和 24年４月１日まで 64 歳～ （定額部分） 老齢基礎年金 

    

昭和 24年４月２日から 特別支給の退職共済年金* 退職共済年金* 

昭和 25年 10 月１日まで  老齢基礎年金 

   

昭和 25年 10 月２日から 特別支給の退職共済年金* 老齢厚生年金 

昭和 28年４月１日まで  老齢基礎年金 

    

昭和 28年４月２日から 61 歳～ 特別支給の退職共済年金* 老齢厚生年金 

昭和 29年 10 月１日まで   老齢基礎年金 

    

昭和 29年 10 月２日から 61 歳～ 特別支給の退職共済年金 老齢厚生年金 

昭和 30年４月１日まで   老齢基礎年金 

     

昭和 30年４月２日から 62 歳～ 特別支給の退職共済年金 老齢厚生年金 

昭和 32年４月１日まで   老齢基礎年金 

    

昭和 32年４月２日から 63 歳～ 特別支給の退職共済年金 老齢厚生年金 

昭和 34年４月１日まで   老齢基礎年金 

    

昭和 34年４月２日から 64 歳～ 特別支給の退職共済年金 老齢厚生年金 

昭和 36年４月１日まで   老齢基礎年金 

   

昭和 36年４月２日以降  老齢厚生年金 

  老齢基礎年金 

       は共済組合が、      は日本年金機構が給付を行う年金です。 

* 平成 27 年 10 月の被用者年金一元化前に受給権が発生するため、「退職共済年金」とし

て裁定されています。  
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（２）本来支給の老齢厚生年金 

① 受給資格(支給要件) 

次の(ア)～(ウ)を全て満たしたとき受給権を取得します。 

(ア) 厚生年金被保険者期間が１月以上あること。 

(イ) 受給資格期間が 10 年以上あること。 

(ウ) 65 歳に達したとき。 

厚生年金被保険者期間 

厚生年金被保険者(一般・国共済・地共済・私学共済)であった期間をいいま

す。平成 27 年９月以前の共済組合の組合員であった期間も含まれます。 

被保険者となった月から資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までの

期間をいい、休職、育児休業等の期間も含めた月単位で計算されます。 

 

[MEMO] 公務員共済加入期間の通算 

地方公務員の共済組合および国家公務員の共済組合に加入していた公務員の組合員期間は、

すべてひとつの組合員期間として通算され、年金額の算定基礎となります。公務員共済加入期

間にかかる年金は最後に所属していた共済組合から支給されます。 

 

 

受給資格期間 

受給資格期間とは、次のアからウまでの期間を合計した期間をいいます。年

金を受給するためには、原則として、合計 10 年以上の受給資格期間があること

が必要です。 

ア 厚生年金被保険者期間 

イ 国民年金の保険料納付済期間（国民年金第３号被保険者であった期間を含み

ます。）および国民年金の保険料免除期間 

ウ 合算対象期間(海外に居住していた期間､国民年金に任意加入できる方が任

意加入していなかった期間等をいいます｡) 

② 受給権発生日と支給開始 

受給権発生日 ： 65 歳の誕生日の前日 

支給開始   ： 受給権発生日の属する月の翌月分から 

(例)誕生日が４月２日の場合：受給権発生日は４月１日、年金支給は５月分から 

誕生日が４月１日の場合：受給権発生日は３月３１日、年金支給は４月分から 
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③ 年金額の計算 

昭和 24 年４月２日以降に生まれた方の年金は、次の合計額を支給します。 

なお、平成 12 年の法律改正によって、報酬比例部分・経過的職域加算の乗率が

５％引き下げられました。このことによる急激な年金額の下落を防ぐために、「本来

の額」と「５％適正化前の従前額」を比較して、いずれか高額な方の額の年金が自

動的に支給される仕組みとなっています。以下の計算式は「本来の額」のものです。 

老齢厚生年金 

(本来支給) 
= 

a 報酬比例 

部分 
+ 

b 経過的 

職域加算 
+ 

c 経過的 

加算額 
+ 

d 加給年金額 

(該当者のみ) 

 

a 報酬比例部分 

在職中の報酬等と被保険者(組合員)期間を基に計算した額です。平成 15 年４

月から、期末手当等も含めて保険料(掛金)・年金額算定の基礎とする「総報酬

制」が導入され、平成 27 年 10 月からは、基本給に手当率を乗じて年金額等を

算定する「手当率制」から、実際に支給された基本給および諸手当等を合わせ

た額を基礎として保険料(掛金)・年金額を算定する厚生年金と同様の「標準報

酬制」に移行しました。期間ごとに以下の計算式で算定されたものの合計とな

ります。 

Ａ 
平成 15年 3月 31 日までの期間 

平均給料月額 × 7.125/1000 × 被保険者(組合員)月数 

 

Ｂ 
平成 15年 4月 1日～平成 27年 9月 30 日の期間 

平均給与月額 × 5.481/1000 × 被保険者(組合員)月数 

 

Ｃ 
平成 27年 10 月 1日以降の期間 

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者(組合員)月数 

 

ｂ 経過的職域加算 

被用者年金制度の一元化によって、共済組合の３階部分としての職域年金は

廃止されました。経過措置として、平成 27 年９月 30 日以前の組合員期間があ

る人は、旧職域年金相当部分の年金を、経過的職域加算として受けられます。 

報酬比例部分と同様、期間ごとに以下の計算式で算定されたものの合計です。 

Ａ 
平成 15年 3月 31 日までの期間 

平均給料月額 × 1.425/1000 ※1 × 被保険者(組合員)月数 
※1 組合員期間が 20 年未満の場合は 0.713/1000 

Ｂ 
平成 15年 4月 1日～平成 27年 9月 30 日の期間 

平均給料月額 × 1.096/1000 ※2 × 被保険者(組合員)月数 
※２ 組合員期間が 20 年未満の場合は 0.548/1000 
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平均給料月額・平均給与月額・平均標準報酬額 

厚生年金の給付額の計算の基礎となるもので、期間ごとに以下の式により求

めます。 

〔総報酬制導入前（平成 15 年３月以前）〕 

平均給料月額 = 「給料の額×再評価率×手当率」の総額

組合員期間の月数
  

〔総報酬制導入後（平成 15 年４月以降平成 27年９月以前）〕 

平均給与月額 = 「給料の額×再評価率×手当率」の総額＋「期末手当等×再評価率」の総額

組合員期間の月数
  

〔総報酬制制移行後（平成 27 年 10 月以降）〕 

平均給与月額 = 「各月の標準報酬月額×再評価率」の総額＋「標準賞与額×再評価率」の総額

組合員期間の月数
  

給料の額、期末手当等 

標準報酬制移行前の期間に係る算出に使います。掛金の標準となる給料に教

職調整額、加算額および給料の調整額が支給されている場合は、それを加えた

額が給料月額になります。上下限が設けられており、一般職の場合、下限は

79,000 円、上限は 496,000 円とされています。 

期末手当等の額は期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研

究員業績手当をいいます。上限が設けられており、1,500,000 円とされていま

す。 

再評価率 

給料を年金決定(改定)時点の価値に換算する率のことです。年度ごとの物価

変動率、各名目手取り賃金変動率等を基準として、毎年度改定することとされ

ています。 

手当率 

一般職の職員は 1.25、特別職の職員は１とされています。 

標準報酬月額 

毎年４月から６月までの報酬(基本給と諸手当の支給額)を合算し、1 か月当

たりの平均額(報酬月額)を求め、その報酬月額を標準報酬等級表に当てはめ、

「標準報酬月額」が決定され、その年の９月から翌年の８月までの年金保険料

掛金・掛金の算定基礎額になります。標準報酬月額には上下限が設けられてお

り、下限は 88,000 円、上限は 650,000 円とされています。 

標準賞与額 

期末勤勉手当の 1,000 円未満の端数を切り捨てた額です。上限が設けられて

おり、１回当たり 1,500,000 円とされています。 
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ｃ 経過的加算額 

経過的加算額とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分から老齢基礎年金相

当額を引いた額のことです。 

定額部分の額の単価が老齢基礎年金の単価を上回っているため、その差額を

65 歳以降も引き続き老齢厚生年金として支給すること、老齢基礎年金の年金額

の計算基礎となっていない、昭和 36 年４月１日前の期間、20 歳前及び 60 歳以

降の組合員期間に係る定額部分相当額を老齢厚生年金として支給することから

加算されます。 

昭和 24 年４月２日以降に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分

が支給されませんが、経過的加算額は支給されます。 

 定額部分の計算式 

1,657 円(67 歳以下の単価)×1.000(改定率)× 被保険者(組合員)月数(480 月限度) 

ｄ 加給年金額 

加給年金額は、組合員期間(被保険者期間)が 20 年以上ある方で、老齢厚生年

金の満額支給開始年齢に達した当時から引き続き受給権者と生計を共にしてい

た年収 850 万円(所得 655.5 万円)未満の次の方があるときに支給されます。 

○ 65 歳未満の配偶者 

○ 18 歳に達する日の属する年度末までの間にある未婚の子(障がい等級１

級または２級に該当する未婚の子は 20 歳未満まで) 

加給年金額(令和５年４月から) 

配偶者 228,700 円 

子(２人まで１人につき) 228,700 円 

子(３人目から１人につき) 76,200 円 

また、配偶者の加給年金額は、受給権者の生年月日に応じて加算があり、

加算された加給年金額は下図のとおりです。 

加算後の加給年金額（加給年金額(228,700円)＋加算額＝加算後の加給年金額） 

受給権者の生年月日 加算額 加算後の加給年金額 

昭和 9 年 4 月 2日～昭和 15 年 4月 1 日 33,800 円 262,500 円 

昭和 15 年 4 月 2日～昭和 16 年 4月 1 日 67,500 円 296,200 円 

昭和 16 年 4 月 2日～昭和 17 年 4月 1 日 101,300 円 330,000 円 

昭和 17 年 4 月 2日～昭和 18 年 4月 1 日 135,000 円 363,700 円 

昭和 18 年 4 月 2日～ 168,600 円 397,500 円 

ただし、次の(ア)に該当すると加給年金額は支給停止になり、(イ)～(エ)に

該当すると失権し加給年金額の受給権がなくなります。 

〔支給停止〕 

（ア）加給年金額対象者である配偶者が、加入期間 20 年以上※の老齢厚生年金

（退職共済年金）または障害年金を受給するとき。 
※ ２つ以上の実施機関の老齢厚生年金を有している場合で、合算して 20年以上

になるときも支給停止。 
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〔失権〕 

（イ） 配偶者が 65 歳に達したとき。（受給権者またはその配偶者が大正 15 年

４月１日以前に生まれた方を除く。） 

（ウ） 子が 18 歳に達する日の属する年度末に達したとき。（障がい等級１級

または２級に該当する子は 20 歳に達したとき。） 

（エ） 加給年金額の対象者が死亡したとき。または受給権者と離婚、離縁し

たとき、そのほか受給権者との生計維持関係がなくなったとき。 

［ＭＥＭＯ］加給年金額について 

加給年金額の対象となっている配偶者が 65 歳に達すると、配偶者自身に国民年金制度の老

齢基礎年金が支給されることとなるため、配偶者を対象とした加給年金額は打ち切られます。 

また、２つ以上の種別の期間を有しており、それぞれの年金給付を受ける者は、受給権発生

が早いまたは被保険者期間が長い１つの年金給付に加算されます。 

④ 在職中の年金決定 

①の受給資格(支給要件)を満たす方が支給開始年齢に達すれば、在職中であって

も老齢厚生年金の受給権を取得し、請求により年金が決定されます。 

ただし、再任用フルタイム職員などで在職中(一般組合員・厚生年金被保険者であ

る間)は、給料(給与)と年金額の合計額に応じて、年金の一部又は全部が支給停止さ

れる場合があります。詳しくは 53 ページを参照ください。 

⑤ 過去に受給した一時金の返還 

過去に共済組合から退職一時金を受給した方が、老齢厚生年金もしくは障害厚生

年金を受給する権利を有することになったとき、またはその方の遺族が遺族厚生年

金を受給する権利を有することになったときは、原則として、その一時金受給額に

経過利息(複利)を付して返還することになります。 

○ 返還対象の一時金 
次の(ア) (イ)などの退職一時金の算定基礎の期間は、そのままでは年金額の算

定期間に算入されませんが、一時金を年金請求する共済組合に利子と共に返還す

ることで、年金額の算定期間に算入されます。退職給与金、一時恩給についても

同様に取り扱います。 

(ア)雇員から吏員に昇任した方に、当時在籍の共済組合から支給された退職一

時 

(イ)昭和 54 年 12 月 31 日以前に公務員を退職した方に、当時在籍の共済組合か

ら支給された退職一時金等 

なお、組合員期間が 20 年未満の方で、原資控除を受けずに退職一時金を全額受

領した期間は、年金額計算の基礎期間に算入できないため、返還の必要はありま

せん。 
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○ 返還額の計算方法 
一時金の返還額は、原則としてその一時金受給額と経過利息(複利)です。 

利子(利息)は、一時金を受給した日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受

給する権利を有することになった日の属する月までの期間に応じて、下表に掲げ

る区分及び利率を用いた複利計算により算定します。 

＜経過利息にかかる利率＞ 

期間 利率（％／年） 

平成 13 年 3 月までの期間 5.5 

平成 13 年 4 月から平成 17 年 3 月までの期間 4.0 

平成 17 年 4 月から平成 18 年 3 月までの期間 1.6 

平成 18 年 4 月から平成 19 年 3 月までの期間 2.3 

平成 19 年 4 月から平成 20 年 3 月までの期間 2.6 

平成 20 年 4 月から平成 21 年 3 月までの期間 3.0 

平成 21 年 4 月から平成 22 年 3 月までの期間 3.2 

平成 22 年 4 月から平成 23 年 3 月までの期間 1.8 

平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までの期間 1.9 

平成 24 年 4 月から平成 25 年 3 月までの期間 2.0 

平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月までの期間 2.2 

平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月までの期間 2.6 

平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月までの期間 1.7 

平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの期間 2.0 

平成 29 年 4 月から平成 30 年 3 月までの期間 2.4 

平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までの期間 2.8 

平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月までの期間 3.1 

令和 2 年 4 月から令和 5年 3 月までの期間 1.7 

令和 5 年 4 月から令和 7年 3 月までの期間 1.6 

令和 7 年 4 月から令和 8年 3 月までの期間 1.7 

令和 8 年 4 月から令和 9年 3 月までの期間 2.0 

令和 9 年 4 月からの期間 2.1 

○ 一時金の返還方法 
年金の請求時に選択する次の(ア)又は(イ)の方法により行います。 

（ア）年金の支給期ごとにその支給額の２分の１の額を返還に充当する。 

（イ）１年以内に現金で全額又は分割して返還する。 

⑥ 離婚時等の年金分割制度 

離婚等の場合に、当事者の合意または裁判所の決定があれば、年金を分割できま

す。 

具体的には、婚姻期間中に納めた掛金の標準となった給料および期末手当等の総

額を双方の按分割合で分割(上限は当事者双方の婚姻期間中の合計の半分)し、分割

後の給料および期末手当等の額に基づいて計算された年金が、それぞれ(自身の年金

受給権発生後）に支給されます。 

ただし、平成 19 年４月１日以降に離婚した場合のみに適用されます。 

また、平成 20 年４月１日以降には、被扶養配偶者(国民年金第３号被保険者)を有

する組合員が負担した掛金は、夫婦が共同して負担したものであるとみなし、離婚

等をした場合に、配偶者の共済年金の２分の１を分割する仕組みが導入されました。 
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具体的には、国民年金第３号被保険者期間(平成 20 年４月１日以降の期間に限り

ます。)に配偶者が納めた掛金の標準となった給料および期末手当等の総額の２分の

１を、当事者の合意なしでも分割することができます。 

なお、年金分割の請求期限は、原則として、離婚後２年間です。 

⑦ 受給権者の申出よる支給停止 

年金受給権が発生している方は、意思により請求を行わず、年金を辞退すること

ができます。 

⑧ 老齢厚生年金の繰下げ支給制度 

本来支給の老齢厚生年金は 65 歳から支給されますが、66 歳になる前に年金請求

手続をしなければ、66 歳以降の希望する年齢まで支給開始を繰り下げることができ

ます。 

この場合の年金額は、本来支給の年金額に、繰下げ期間に応じて政令で定める額

が加算された額です 

なお、繰下げを希望する場合には、65 歳前に書面で申出をすることになります。 

⑨ 請求方法 

在職中および退職時に請求する方は、支部に請求書を提出してください。 

在職中に年金が決定となった方は、退職時に改定請求書を支部に提出してくださ

い。 

退職されている方は、請求書を本部から取り寄せ、本部に直接提出してください。 

詳細は 45 ページの「年金の請求・決定・支給」を参照ください。 

障害年金又は遺族年金の受給権者は、老齢厚生年金(退職共済年金)とあわせて受

給できませんので、いずれか有利な方を選択することになります。詳細は 54 ページ

の「２つ以上の年金の選択」を参照ください。 

なお、昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の請求方法は、今後変更になる場合が

あります。 

⑩ 失権 

受給権者が死亡したときは受給権が消滅しますので、その場合は速やかに公立学

校共済組合あるいは年金事務所に連絡してください。この時、要件を満たす遺族が

あれば、遺族年金を受給することができます。 
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（３）老齢基礎年金(65 歳から支給される国民年金) 

① 概要 

国民年金制度に基づき、日本年金機構から支給される年金です。 

② 受給資格(支給要件) 

次の(ア)(イ)を満たしたとき、受給権を取得し、老齢基礎年金が支給されます。 

(ア）国民年金加入(組合員期間等)が 10 年以上あること。 

(イ）原則として 65 歳に達したとき。 

老齢基礎年金の受給資格となる期間には、国民年金の加入期間のほかに、昭和 36

年４月１日以降の(20 歳以上 60 歳未満の)組合員期間および厚生年金、私学共済の

加入期間や合算対象期間なども含まれます。 

合算対象期間 

国民年金の任意加入の対象となる期間であって、任意加入しなかった期間のことを

いいます。この期間は、保険料納付済期間および保険料免除期間と合算され基礎年金

の受給資格の有無を確認するための期間ですが、年金額計算には反映されない期間

(いわゆる｢カラ期間｣)です。 

③ 年金額の計算 

原則として、国民年金に 480 月(40 年)加入した場合、老齢基礎年金は 795,000 円

（67 歳以下の方の場合）が支給されます。 

ただし、加入期間が 480 月未満の方は、その加入期間（月数）に応じた割合の年

金額が支給されます。 

（老齢基礎年金額の計算式） 

老齢基礎年金額＝795,000円

×昭和 36年 4月以降の「20歳～60歳」の組合員期間等月数

国民年金加入可能期間月数
 

昭和 16 年 4 月 1 日以前に生まれた方は、国民年金加入可能期間月数について生年

月日に応じた経過措置があります。老齢基礎年金の額の算定基礎となる期間には、

国民年金の加入期間のほか、昭和 36 年 4 月 1 日以降の(20 歳以上 60 歳未満の)組合

員期間および厚生年金、私学共済の加入期間(被保険者期間)なども含まれます。 

ただし、一時金を受領した期間や合算対象期間など老齢基礎年金の額の算定の基

礎とならない期間があります。 
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④ 支給の繰上げ・繰下げ 

老齢基礎年金の支給開始年齢は 65 歳ですが、希望すれば、支給開始年齢を 60 歳

まで繰上げ、または 66 歳以降に繰下げて受給することもできます。繰上げ支給が繰

上げの月数に応じて減額されるのに対し、繰下げ支給は繰下げ月数に応じて増額さ

れることになりますが、繰上げ支給を選択すると、老齢基礎年金は 65 歳以降も減額

されたままです。 

また、原則として、(65 歳まで可能な)障害年金の請求ができなくなりますので､

特に繰上げ支給については､ご自身の健康や老後の経済設計などを考えて慎重に決

めることが必要です｡ 

減額率・増額率の計算は次のようになります。  

 

 

＜老齢基礎年金の減額率と増額率の目安＞ 

繰上げ支給の場合 繰下げ支給の場合 

繰上げ（60 歳から 64歳、減額される） 繰下げ（66 歳から 75歳、増額される） 

60 歳 減額率 24.0％ 支給率 76.0％  66 歳 増額率 8.4％ 支給率 108.4％ 

61 歳 減額率 19.2％ 支給率 80.8％ 67 歳 増額率 16.8％ 支給率 116.8％  

62 歳 減額率 14.4％ 支給率 85.6％  68 歳 増額率 25.2％ 支給率 125.2％  

63 歳 減額率 9.6％ 支給率 90.4％ 69 歳 増額率 33.6％ 支給率 133.6％  

64 歳 減額率 4.8％ 支給率 95.2％ 70 歳 増額率 42.0％ 支給率 142.0％  

 71 歳 増額率 50.4％ 支給率 150.4％  

72 歳 増額率 58.8％ 支給率 158.8％  

73 歳 増額率 67.2％ 支給率 167.2％ 

74 歳 増額率 75.6％ 支給率 175.6％  

75 歳 増額率 84.0％ 支給率 184.0％  

⑤ 請求方法 

単一共済者には、65 歳に達する月の前月に本部から(在職者の場合は支部から)

請求書を送付します。混在者には、日本年金機構から請求書が送付されます。送付

のあった実施機関に提出してください。 

なお、65 歳より前に繰上げ支給を希望する場合は、老齢厚生年金の繰上げ請求も

同時に行う必要があります。本部に(在職者の場合は支部に)連絡し、請求書を入手

し、送付のあった実施機関に提出してください。 

障害年金または遺族年金の受給権者は、老齢基礎年金をあわせて受給できません

ので、いずれか有利な方を選択することになります。詳細は 54 ページの「２つ以

上の年金の選択」を参照ください。 

なお、昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の請求方法は、今後変更になる場合

があります。 

⑥ 失権 

受給権者が死亡したときは受給権が消滅しますので、その場合は、年金事務所あ

るいは公立学校共済組合に速やかに連絡してください。 

0.4％×繰上げた月数（減額率の最高は 24％） 60歳～64歳の繰上げ減

0.7％×繰下げた月数（増額率の最高は 84％） 66 歳～75 歳の繰下げ減
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老齢厚生年金・退職共済年金の繰上げ支給制度 

特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられる

のに伴い、受給資格を満たす昭和２８年４月２日以降生まれの方は、支給開始年齢

前であっても 60 歳以上であれば、月単位で年金を繰り上げて受給することができる

ようになりました。 

 

１ 繰上げ請求する際の注意点 

(1) 年金額は、繰上げ月数ひと月当たり 0.4％減額されます。 

(2）一度請求すると、取り消しや変更はできません。一度決まった減額率は生涯変わりま

せん。 

(3) 在職中も請求できますが、一般組合員である間は、給料(給与)と年金額の合計額に応

じて、年金の一部又は全部が支給停止される場合があるため繰上げするメリットが少な

くなる可能性があります。 

(4)老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行う必要があります。２つ以上の種別の老齢厚生年

金を受給できる方は、それらも同時に繰上げ請求する必要があります。 

(5)繰上げ請求した場合は、「事後重症による障害厚生年金・障害基礎年金の請求」「国民年

金の任意加入」ができなくなります。 

 

２ 事務手続 

(1)「厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金 支給繰上げ請求書」（以下「繰

上げ請求書」という。）と「年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」を、自分

が加入したことのある年金制度の窓口機関に提出します。どの窓口に提出するかは、請

求者が任意に選ぶことができます。 

例）厚生年金と公立学校共済組合に加入したことがある組合員の場合、年金事務所が

公立学校共済組合のどちらかに請求することになります。 

 (2)最初の窓口での受付日が、繰上げ請求日(＝各年金の受給権発生日)となります。 

 

※ 60 歳で退職する方又は定年退職後再任用フルタイム職員等となった方が、退職後すぐ

に繰上げ受給を希望する場合は、在職中に公立学校共済組合福島支部(福利課)に申し出

てください。繰上げ請求書等の必要書類をお送りします。 

それ以外の場合は、公立学校共済組合本部に連絡してください。 
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（４）年金払い退職給付 

① 概要 

被用者年金制度の一元化(平成 27 年 10 月１日施行）に伴い、改正前の共済年金

における３階部分（職域部分）は廃止され、新たな公務員制度として「年金払い退

職給付制度」が設けられました。 

退職年金、公務障害年金、公務遺族年金の３種類の給付があります。 

１ 年金積立時 

毎月の付与額と利息を退職時(積立終了時)まで積み立てます。この積み立てられた総

額を「給付算定基礎額」といいます。退職後は、支給開始時まで、退職時の給付算定基礎

額に対する利息も積み立てます。 

２ 年金受給時 

給付算定基礎額を年金現価率で除して年金額を計算します。受給は原則として 65 歳か

らですが、60 歳から繰上げ又は 75 歳まで繰り下げて受給することもできます。 

 

将来、年金払い退職給付を請求する際には退職所得の「源泉徴収票」が必要とな

る場合があります。退職時に発行される退職所得の「源泉徴収票」は、大切に保管

してください。 
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② 退職年金の計算について 

退職年金は、１年以上引き続く組合員期間(平成 27 年 10 月１日をまたいで引き

続く組合員期間も対象になります。)を有する方が、退職した後 65 歳に達したと

き、または 65 歳に達した日以後に退職したときに、半分が有期退職年金、半分が

終身退職年金として支給されます。 

１ 有期退職年金 

有期退職年金は、有期退職年金算定基礎額 ÷ 有期年金現価率 で計算されます。 

受給権発生年度の有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の２分の１の額です。 

ただし、組合員期間が 10 年未満の方は、４分の１の額となります。 

有期退職年金の支給期間は 240 月(申出により 120 月に短縮できます)です。 

有期年金現価率は、有期退職年金の支給残月数に応じて地方公務員共済組合連合会の

定款で定められています。 

また、有期退職年金を一時金として受け取ることもできます。 

２ 終身退職年金 

終身退職年金は、終身退職年金算定基礎額 ÷ 終身年金現価率 で計算されます。 

受給権発生年度の終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の２分の１の額となり

ます。 

ただし、組合員期間が 10 年未満の方は、４分の１の額となります。 

終身年金現価率は、受給権者の年齢に応じて地方公務員共済組合連合会の定款で定め

られています。 

③ 年金の試算 

現在の給付算定基礎額を基にした 65 歳からの有期退職年金、終身退職年金を試

算できます。 

・ 「給付算定基礎額残高通知書」に掲載されている「⑨給付算定基礎額等合計」

を1/2し、有期退職年金算定基礎額及び終身退職年金算定基礎額を算出します。 

・ 有期退職年金は、有期退職年金算定基礎額を有期年金現価率(令和４年 10 月

から令和５年９月まで、240 月の場合は 19.959725、120 月の場合は 9.989841)

で除して計算します。 

・ 終身退職年金は、終身退職年金算定基礎額を終身年金現価率(令和４年 10 月

から令和５年９月まで、65 歳は 22.972879)で除して計算します。 
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３ 障がいの状態になったときの年金等         

組合員が在職中の病気やケガによって、障害等級が３級以上に該当する障がいの状

態になったときに、その障害等級に応じて共済組合から障害厚生年金が支給されます。 

また、障害等級が１級または２級のときは、日本年金機構から障害基礎年金があわ

せて支給されます。 

在職中に決定されても障害厚生年金は支給停止にはなりませんが、同一の傷病につ

いて障害厚生年金と傷病手当金の支給を受けることができる場合、傷病手当金が調整

されることになります。 

障害厚生年金を請求する場合は、「障害程度の認定」を受ける必要がありますので、

該当すると思われるときは支部までご連絡ください。 

（１）障害厚生年金 

保険料納付要件を満たした上で、受給要件のいずれかに該当するときに受給権を取

得し障害等級に応じた障害厚生年金が受給権を取得した日の属する月の翌月分から支

給されます。 

① 保険料納付要件 

初診日の前日に、以下のいずれかを満たしていることが必要です。 

（ア）20 歳に到達した月から初診日の属する月の前々月までの期間のうち、保

険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の３分

の２以上あること。 

（イ）初診日が令和８年３月 31 日以前で初診日に 65 歳未満である場合、初診

日の属する月の前々月までの直近１年間に国民年金の保険料未納期間がな

いこと。 

② 受給要件 

（ア）組合員(厚生年金被保険者)である間に初診日がある病気やケガにより、

障害認定日に障害等級１級から３級に該当する障がいの状態にあるとき。 

障害等級表については 37 ページを参照してください。 

（イ）障害認定日に障害等級１級から３級程度に該当しなかった者が、その後

65 歳に達する日の前日までに障害等級１級から３級程度に該当したとき。

(事後重症) 

（ウ）組合員（厚生年金被保険者）である間に初診日のある障がい(基準障害)

と、その初診日以前に初診日があるその他の傷病による障がいを併合して、

基準傷病の障害認定日以降 65 歳に達する日の前日までに障害等級が１級

または２級程度に該当したとき。（基準障害） 

用語解説  

「初診日」とは、その傷病について初めて医師の診断を受けた日のこと。 

「障害認定日」とは、原則として初診日から起算して１年６月を経過した日の

こと。 

初診日から１年６月を経過する前に次の表にある傷病の状態となった場合、障害認定

日を待たず当該日が障害認定日となります。 
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〈障害認定日の特例（特例症例）〉 

症例 障害認定日とされる日 

上肢・下肢を切断または離断 切断または離断したその日 

人工骨頭・人工関節の挿入置換 挿入置換したその日 

心臓ペースメーカー、植込み型除細動器

(ICD)、人工弁、人工心臓(補助人工心臓を

含む)、CRT、CRT-D を装着 

装着したその日 

心臓移植 移植したその日 

人工血管(ステンドグラフトも含む)を挿

入置換 
挿入置換したその日 

人工透析療法施行 開始日から３ヶ月経過した日 

新膀胱造設 造設したその日 

人工肛門造設・尿路変更術施行 造設・施行から６ヶ月経過した日 

咽頭全摘出 摘出したその日 

在宅酸素療法を行っている 療法を開始したその日 

遷延性植物状態 
その状態に至った日から起算して３

ヶ月経過した日 

脳血管障害による機能障害 
初診日から起算して６ヶ月経過した

日以降で症状が固定した日 

③ 年金額の計算  

障害共済年金には、公務・通勤災害(公務等)の場合にあっては別の算定式があり

ましたが、障害厚生年金には公務等の特例はなく、老齢厚生年金の計算式と同じも

のを使用します。 

ただし、計算式中の被保険者期間および平均標準報酬(月)額の算出期間は、障害

認定日の属する月までとなります。 

通勤を除く公務災害により障がいの状態になった場合は、公的年金とは別枠の

「年金払い退職給付」の給付として公務障害年金を支給します。障害厚生年金と公

務障害年金を合算した支給水準は、従前の公務等障害共済年金と同様になるよう設

計されています。  

障害厚生年金 ＝ 報酬比例部分 ＋ 加給年金額（該当者のみ）  

障害等級３級の場合、報酬比例部分の最低保障額は 596,300 円(67 歳以下の方の

場合)です。加給年金額は、障害等級１級または２級の障害厚生年金受給者で、65

歳未満かつ生計を共にしている年収 850 万円(所得 655.5 万円)未満の配偶者がい

るときに支給されます。  

平成 23 年３月までは、障害年金受給権発生時点で加給年金額の加算要件を満た

している場合のみ加給年金額が加算されていましたが、平成 23 年４月の障害年金

加算改善法施行により、平成 23 年４月からは障害年金受給権発生以後に加給年金

額の加算要件を満たした場合にも、届け出により新たに加給年金額が加算されるこ

とになりました。 

初診日が平成 27 年９月以前にある場合に限り、平成 27 年９月までの期間を基礎

とする職域年金相当部分を「経過的職域加算額」として支給します。老齢厚生年金

の経過的職域加算額と同じ計算式を使用し、計算式中の被保険者期間および平均給

料(与)月額の算出期間は、障害認定日の属する月までとなります。 
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④ 請求方法  

障害厚生年金の請求書は、退職後・在職中ともに共済組合支部に提出してくださ

い。  

退職(老齢)年金または遺族年金の受給権者は、障害厚生年金をあわせて受給でき

ませんので、いずれか有利な方を選択することになります。詳細は 54 ページの「２

つ以上の年金の選択」を参照してください。 

⑤ 障がいの程度が変わった場合  

障害厚生年金の受給権者の障がいの程度が増進した場合は、増進請求によりその

障がいの程度に応じて障害厚生年金の額が改定されます。 

ただし、３級の障害厚生年金受給権者が 65 歳以上で増進しても改定請求はでき

ません。（過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方を除く。） 

障がいが軽くなり障害等級に該当しなくなった場合は、支給が停止されます。 

また３級にも該当しないまま 65 歳になると(65 歳になったときに３年を経過し

ていないときは３年を経過したとき）、障害厚生年金を受ける権利がなくなります。

該当すると思われるときは、本部までご連絡ください。  

⑥ 失権  

受給権者が死亡したときは受給権が消滅しますので、その場合は速やかに公立学

校共済組合本部に連絡してください。 

なお、障害等級１級および２級の受給権者が死亡したとき、要件を満たす遺族が

いれば、遺族厚生年金を受給することができます。 

また、障がいの程度が３級以上に該当しなくなったときは支給停止となり、該当

しなくなった状態で３年を経過したとき、または 65 歳に達したときは失権します。 
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（２）障害基礎年金  

障害等級が１級または２級に該当する方に、日本年金機構から障害等級に応じた障

害基礎年金が障害厚生年金とあわせて支給されます。  

① 保険料納付要件  

(１)の①と同様の要件を満たす必要があります。  

② 年金額(令和５年４月から) 

年金額は定額で次のとおりです。(67 歳以下の方の場合) 

障害等級 年金額 

１級 ９９３，７５０円 

２級 ７９５，０００円 

 

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている 18 歳に達する日の属す

る年度末までの間にある未婚の子、または障害等級１級又は２級に該当する 20 歳

未満の未婚の子がいるとき、次の額が加算されます。  

2 人目まで１人につき 

２２８，７００円 

３人目から１人につき 

７６，２００円 

③ 請求方法  

障害厚生年金とあわせて支部に請求書を提出してください。その他の書類につい

ては支部からご案内します。 

なお、障害基礎年金は日本年金機構で裁定されます。 

④ 失権  

受給権者が死亡したときは受給権が消滅しますので、速やかに年金事務所または

公立学校共済組合本部に連絡してください。 

  

（３）障害手当金  

下記の要件を満たす障がいの状態にある者に支給されます。(在職中でも可｡) 

ア 厚生年金被保険者期間に、初診日があること。 

イ 障がいの原因となった病気やけがが初診日から５年以内に治り(症状が固定

し)､その治った日(以下｢治った日｣といいます｡)に障害厚生年金を受けること

ができない程度の障がいの状態であること。 

ウ (１)の①と同じ保険料の納付要件を満たしていること。  

エ 治った日において、公的年金各法に基づく年金である給付の受給権を有して

いないこと。 

オ 障害の原因となった病気やけがについて、地方公務員災害補償法等の規定に

よる障害補償の受給権を有していないこと。 
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① 支給額  

支給額は、公務外の障害等級３級における障害厚生年金の２年分相当額です。 

② 請求方法  

受給権発生時に請求書を支部に提出してください。 

障害等級表(公立学校共済組合) 

区分 １級 ２級 ３級 

眼(矯正視力) 
両眼の視力がそれぞれ

0.03 以下のもの  

両眼の視力がそれぞれ

0.07 以下のもの 

両眼の視力がそれぞれ

0.1 以下に減じたもの 

聴力 
両耳の聴力レベルが 100

デシベル以上のもの 

両耳の聴力レベルが90デ

シベル以上のもの 

両耳の聴力レベルが 40cm

以上では通常の話声を解

せないもの  

平衡機能 － 
平衡機能に著しい障がい

を有するもの 

神経系統に、労働が著し

い制限を受ける程度の障

がいを残すもの 

そしゃく機能 － 
そしゃくの機能を欠くも

の 

そしゃくの機能に相当程

度の障がいを残すもの 

言語機能 － 
音声又は言語機能に著し

い障がいを有するもの 

言語の機能に相当程度の

障がいを残すもの 

上肢 

機能・欠損・変形の障がい

であって日常生活の用を

弁ずることを不能ならし

める程度のもの 

機能・欠損・変形の障がい

であって日常生活が著し

い制限を受ける程度のも

の 

機能・欠損・変形の障がい

であって労働が著しい制

限を受ける程度のもの  

下肢 

機能・欠損・変形・短縮の

障がいであって日常生活

の用を弁ずることを不能

ならしめる程度のもの  

機能・欠損・変形・短縮の

障がいであって日常生活

が著しい制限を受ける程

度のもの 

機能・欠損・変形・短縮の

障がいであって労働が著

しい制限を受ける程度の

もの 

体幹 

脊柱 

体幹の機能に座っている

ことができない程度又は

立ち上がることができな

い程度の障がいを有する

もの 

体幹の機能に歩くことが

できない程度の障がいを

有するもの 

脊柱の機能に著しい障が 

いを残すもの  

肢体 

身体の機能の障がい又は

長期にわたる安静を必要

とする病状があり、日常生

活の用を弁ずることを不

能ならしめる程度のもの 

身体の機能の障がい又は

長期にわたる安静を必要

とする病状があり、日常

生活が著しい制限を受け

る程度のもの 

身体の機能に労働が著し 

い制限を受ける程度の障 

がいを残すもの 

精神 

精神の障がいであって、

日常生活の用を弁ずるこ

とを不能ならしめる程度

のもの 

精神の障がいがあって、

日常生活が著しい制限を

受ける程度のもの 

精神又は神経系統に、労

働が著しい制限を受ける

程度の障がいを残すもの  

その他 

日常生活の用を弁ずるこ

とを不能ならしめる程度

のもの 

日常生活が著しい制限を

受ける程度のもの  

労働が著しい制限を受け

る程度の障がいを有する

もの 

疾患者：呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液疾患、代謝疾患、悪性新生

物、高血圧等  
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４ 組合員・退職者が死亡したときの年金                

組合員が在職中または退職後に死亡したとき、要件を満たす遺族に共済組合及び日

本年金機構から遺族厚生年金が支給されます。 

また、日本年金機構からは遺族基礎年金が支給されます。  

（１）遺族厚生年金 

 ① 受給資格(支給要件) 

組合員または退職者(組合員であった方)が次の(ア)～(エ)のいずれかに該当し

たとき、遺族に受給権が発生し、遺族厚生年金が支給されます。 

ただし、下記の(ア)あるいは(イ)の要件の場合、死亡日の属する月の前々月まで

の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、被保険者期間の 2/3 に

満たないときは、支給されません。 

令和８年４月１日より前に亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までの

１年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族厚生年金の要件を満たすことになり

ます。 

なお、(ア)～(ウ)を短期要件、(エ)を長期要件といいます。 

(ア)厚生年金被保険者期間に死亡したとき。 

(イ)厚生年金被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、当該初診日から

起算し て５年を経過する日前に死亡したとき。 

(ウ)障害の等級が１級または２級に該当する障害厚生(共済)年金等の受給権者が、

死亡したとき。 

(エ)受給資格期間が 25 年以上ある方が、死亡したとき。  

② 遺族  

遺族とは、組合員または退職者(組合員であった方)の死亡の当時、その方によっ

て生計を維持されていた方で 39 ページの表のとおりです。 

「その方によって生計を維持されていた方」とは、組合員であった方の死亡の当

時に生計を共にしていた方のうち、将来にわたり年収が 850 万円(所得 655.5 万円)

以上になる見込みのない方をいいますが、遺族となるべき方の年収が 850 万円（所

得 655.5 万円）以上であっても、受給権が発生した日から５年以内に定年退職など

の理由により年収が 850 万円(所得 655.5 万円)未満になるときは遺族に該当しま

す。複数の方が遺族に該当するときは、同じ順位であればその遺族の人数により等

分して支給されます。 

また、一元化に伴い、先順位者が権利を失った場合は次順位者に引き継いで遺族

共済年金が払われる転給制度が廃止され、既に決定している遺族共済年金において、

平成 27 年９月 30 日時点で遺族に認定されている次順位者は、年金制度上の遺族で

はなくなりました。 

なお、平成 27 年 10 月以降に受給権が発生する遺族厚生年金は、組合員または組

合員であった方が亡くなられた時点で、夫、父母または祖父母の場合は 55 歳以上、

障がいの状態にある子または孫の場合は、未婚かつ 20 歳未満である必要がありま

す。 
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＜遺族＞  

 遺族厚生年金 遺族基礎年金（国民年金） 

遺
族 

➊配偶者および子  

➋父母  

➌孫  

➍祖父母  

○子のある配偶者および子 

子および孫とは、18 歳に達する日

の属する年度末までの間にある未婚

の方、または 20 歳未満で組合員の死

亡当時から障がい等級 1 級または 2

級の障がいの状態にある未婚の方 

子とは、18 歳に達する日の属する

年度末までの間にある未婚の方、ま

たは 20 歳未満で障がい等級１級ま

たは２級に該当する未婚の方 

③ 年金額の計算  

厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の遺族に係る遺族厚生年金(短期要

件)の年金額については、２以上の被保険者期間を合算し、１つの期間に係る被保

険者期間のみを有する者とみなして計算します。 

合算した加入期間が 300 月に満たない場合は 300 月とみなして計算します。 

遺族厚生年金 ＝ 報酬比例部分 ＋ 旧職域相当部分※ × 3/4 ＋ 中高齢寡婦加算 

 

一元化前の組合員期間がある場合に限って旧職域年金相当部分が支給されます。

一元化後の組合員期間がある場合は、年金払い退職給付の終身年金部分は終了、有

期年金の残余部分は遺族に一時金として支給されます。 

厚生年金と共済組合等の加入期間を有する方の遺族に係る遺族厚生年金(長期要

件)の年金額については、次の(ア)及び(イ)により計算した額とします。 

(ア)それぞれの加入期間に基づいて計算した額を合算し、老齢厚生年金との先あ

て計算を行った上、遺族厚生年金の総額を計算する。 

(イ)その総額をそれぞれの加入期間に基づいて計算した遺族厚生年金の額に応じ

て按分し、按分した額をそれぞれの遺族厚生年金の額とする。 
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 ④ 中高齢寡婦加算(令和５年度の中高齢寡婦加算の額 596,300 円） 

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者が 40 歳以上 65 歳未満の妻である場

合に支給され、遺族基礎年金の額に 3/4 を乗じて得た金額です。ただし、公務員共

済の期間と厚生年金の期間を合算して 20 年以上必要です。 

また、遺族厚生年金の権利を取得した当時に 40 歳未満である妻は、40 歳になっ

ても中高齢寡婦加算が加算されません。  

これは、妻が 65 歳に達して本人の老齢基礎年金を受給できるようになるまでは

遺族厚生年金だけしか支給されないこと、また、中高齢の妻は十分な収入を得る機

会も制約されるであろうことなどを考慮したものです。 

よって、遺族厚生年金の受給権者である妻が 40 歳以上 65 歳未満であり、かつ、

18 歳未満の子等がいることによる国民年金法による遺族基礎年金を受けることが

できるときは、中高齢寡婦加算は加算されません。 

なお、昭和 31 年 4 月 1 日以前の生まれの方は、生年月日(＝老齢基礎年金加入可

能期間)に応じ「経過的中高齢寡婦加算」として 65 歳以後も支給されますが、65 歳

まで支給されていた金額に比べて減額となります。  

⑤ 支給停止 

受給権者が子のいない夫、父母、祖父母のときは、受給権者が 60 歳に達するま

で支給が停止されます。 

また、子は遺族の順位としては配偶者と同位ですが、配偶者が失権しない限り配

偶者に支給され子には支給されません。 

⑥ 支給調整 

地方公務員災害補償法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族厚生年金の

一部が支給停止されます。 

⑦ 請求方法 

年金受給権者または待機者が死亡したときは、遺族厚生年金の受給権者となる遺

族が請求書を公立学校共済組合本部あるいは年金事務所から取り寄せ、必要事項を

記載のうえ指定の書類を添付し、本部あるいは年金事務所に直接提出してください。

詳細は 45 ページの「年金の請求・決定・支給」を参照ください。 

なお、在職中の組合員が死亡したときは、支部から請求書をお送りしますので、

支部に提出してください。  

老齢(退職)または障がいの年金の受給権者は、遺族厚生年金とあわせて受給でき

ませんので、いずれか有利な方を選択することになります。詳細は 54 ページの「２

つ以上の年金の選択」を参照ください。 
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⑧ 失権 

遺族厚生年金の受給者が次の（ア）～（キ）のいずれかに該当したときは、受給

権が消滅しますので、速やかに本部に連絡してください。（（オ）、（キ）を除く。） 

（ア）死亡したとき。  

（イ）婚姻したとき。（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者となったときを含む。）  

（ウ）直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき。（届出をしていない

が、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者となったときを含む。） 

（エ）死亡した組合員であった方との親族関係が離縁によって終了したとき。 

（オ）子または孫である受給権者（障がい等級の１級または２級に該当する方を

除く。） が 18 歳に達した日の属する年度末に達したとき。  

（カ）障がい等級の１級または２級に該当する子または孫である受給権者が 18 歳

に達した日の属する年度末後に、１級または２級の障がい等級に該当しなく

なったとき又は 20 歳に到達したとき。  

（キ）子のいない若年期の妻が次のいずれかに該当したとき。  

ａ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時 30 歳未満である妻が、当該遺族厚

生年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給

権を当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から５年を経過する日まで

に取得しないとき。 

 

ｂ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく国民年金法

による遺族基礎年金の受給権を有する妻について、30 歳に到達する日前に

当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、その消滅の日から５年を経過したと

き。 
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（２）遺族基礎年金  

① 受給資格(支給要件) 

遺族基礎年金を受給できることができる遺族は、組合員が死亡した当時、組合員

によって生計を維持されていた次の方です。ただし、死亡日の属する月の前々月ま

でに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と免除期間を合算し

た期間が加入期間の３分の２以上あることが必要です。 

（ア）死亡した方の配偶者であって、(イ)に該当する子と生計を同じくしている

方  

（イ）死亡した方の子であって、18 歳に達する日の属する年度末までの間にあり

(又は 20 歳未満で障がい等級の１級または２級に該当)かつ婚姻していない

方 

② 年金額  

年金額は定額で、次のとおりです 

＜遺族基礎年金の額＞ ※67 歳以下の方の場合 

基本額 795,000 円 

子の加算額 
受給権者以外の子２人まで１人につき 228,700 円 

受給権者以外の子３人目から１人につき 76,200 円 

 

③ 請求方法  

遺族厚生年金と同じです。 

なお、遺族基礎年金は日本年金機構で裁定されます。 

④ 支給の停止 

 （ア）配偶者と子の両方に遺族基礎年金の受給権が生ずるときは、子に対する支

給は停止され、配偶者に支給されます。 

 （イ）子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする子の父または母（離婚等に

より受給権がない場合の母を含む。）があるときは、その間支給が停止されま

す。 

⑤ 失権 

遺族厚生年金の受給権を失ったときは、遺族基礎年金も同時に受給権が消滅しま

す。 

また、受給権者である子が配偶者と生計を共にしなくなったときや、障がい等級

の１級または２級の状態にある子が 20 歳になったときも失権します。 

失権したときは、公立学校共済組合本部または年金事務所に速やかに連絡してく

ださい。 
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〔提出書類一覧〕 

老齢厚生年金  

請求時に必要な書類 

【請求により本部（または支部）から送付する書類】 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付） 

年金受給選択申出書（該当者のみ） 

障がいを理由とする加給年金額対象者に係る診断書等（該当者のみ） 

【請求者が年金請求のために用意する書類】 

戸籍抄本（請求者のもの）または住民票（戸籍謄本を添付する場合は戸籍抄本不要） 

雇用保険に加入したことがあるときは、雇用保険被保険者証の写し（該当者のみ） 

加給年金額対象者がいるときは以下のもの（該当者のみ） 

・戸籍謄本及び住民票（世帯全員分） 

・配偶者の基礎年金番号が分かるもの（年金手帳、年金証書）の写し 

・配偶者または子の収入を証明するもの（所得証明書、（非）課税証明書等） 

障害厚生年金、障害手当金  

請求時に必要な書類 

【請求により本部（または支部）から送付する書類】 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付） 

障害給付請求事由確認書、診断書、病歴・就労状況等申立書 

一時金支給額等の受給申立書（該当者のみ）、年金受給選択申出書（該当者のみ） 

その他請求者の状況に応じた補足書類 

【請求者が年金請求のために用意する書類】 

戸籍抄(謄)本 

加給年金額対象者があるときは、世帯全員の住民票 

年金証書の写しなど併給調整の対象となる年金の証書番号を確認できる書類（該当者のみ）�  

加給年金額対象者の所得証明書または（非）課税証明書など（該当者のみ） 

加給年金対象配偶者の年金裁定通知書等の写し（該当者のみ） 

遺族厚生年金  

請求時に必要な書類 

【請求により本部（または支部）から送付する書類】 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付） 

生計同一関係に関する申立書（該当者のみ） 

年金受給選択申出書（該当者のみ） 

遺族一時金決定請求書（該当者のみ） 

診断書、日常生活に関する申立書（該当者のみ） 

【請求者が年金請求のために用意する書類】 

戸籍謄本、請求者の住民票（世帯全員分）および亡くなった方の住民票（除票） 

請求者の所得証明書または（非）課税証明書  

死亡診断書（死体検案書等）（写し可）または死亡届の記載事項証明書 

請求者の基礎年金番号が分かるもの（年金手帳、年金証書等）の写し 

請求者が年金受給者の場合、最新の年金額改定通知書の写し（該当者のみ） 

初診時の傷病名を証する書類（該当者のみ） 

・ 証明書類については、発行日が受給権発生日以後であり、かつ、請求書提出日前 6 月以内に

交付されたものである必要があります。 

・ マイナンバー情報連携により、添付書類が省略できる場合があります。 

・ 昭和 36 年 4月 2 日以降に生まれた方の提出書類は、今後変更になる場合があります。  
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５ 年金にかかる手続きと届出                          

年金受給権者および退職者の年金関係の各種データは、すべて公立学校共済組合本

部及び日本年金機構に登録されています。 

そのため、退職後の各種届出（年金受領金融機関の変更・受給権者の死亡等）、源

泉徴収票の発行、年金証書の再発行、年金請求の手続、年金受給額の質問などは、基

本的に公立学校共済組合本部が窓口になります。相談・照会については、電話、郵便、

ＦＡＸ等で受け付けておりますので、電話の場合は、年金証書の記号番号（または待

機者番号）と氏名を最初にお申し出ください。 

また、郵便の場合は、年金証書の記号番号（または待機者番号）、氏名、住所、電話

番号、相談・照会事項を記入の上、返信用封筒（宛名明記、切手貼付）を同封し、下記

まで送付してください。 

公立学校共済組合本部 

年金相談室 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９－５  

電話 ０３－５２５９－１１２２ 

（月～金曜日の９：００～１７：３０） 

各種届出用紙は、公立学校共済組合本部のホームページからダウンロードできます。 

公立学校共済組合本部 

「年金受給者・年金待機者手続き用紙ダウンロード」 

https://www.kouritu.or.jp/nenkin/download/index.html 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２－９－５  

電話 ０３－５２５９－１１２２（月～金曜日の 9:00～17:30） 

 

（１）退職時の退職届書の提出と待機者登録 

 ① 退職届書の提出 

老齢厚生年金の支給開始年齢到達の有無に関わらず、一般組合員の方は、退職時

に退職届書を提出してください。 

これにより、一般組合員の年金に関する各種データが日本年金機構及び公立学校

共済組合本部に登録され、将来の年金請求を円滑に行うことができます。 

地方公務員等共済組合法の改正により、令和４年 10 月１日から長期給付(年金)

については一般組合員のみが適用となり、短期組合員は適用除外となりました。正

規職員や再任用フルタイム職員等の一般組合員は共済組合に加入しますが、臨時的

任用職員等の短期組合員は日本年金機構が所管する第１号厚生年金に加入するな

どすることになります。  

[MEMO] 再任用フルタイム職員が退職する場合 

支給開始年齢に到達し、年金が決定されている場合(繰下待機中の方を除く)は、退職届書と

あわせて「就職予定調査票」を提出してください。在職中は年金の全部又は一部が停止されて

いるのでその停止を解き、既に裁定されている年金の算定基礎期間に退職日までの期間を加え

るとともに、その期間の給料情報を登録して年金額の改定を行うこととなります。 
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② 待機者登録  

退職届書を提出すると、原則として老齢厚生年金の待機者として日本年金機構及

び公立学校共済組合本部（年金システム）に登録され、その後、本部から「年金待

機者番号」「年金待機者のあんない（パンフレット）」が送付されます。氏名、生年

月日、組合員期間（被保険者期間）等を確認の上、年金を請求するまで大切に保管

してください。 

氏名や住所が変更となった場合は、大切なお知らせ等がお手元に届くよう、必ず

本部に「年金待機者異動報告書」を提出してください。 

③ 将来の年金請求方法  

待機者となった方は、年金受給権が発生する誕生月の前々月を目途に本部から請

求の案内が届きますので、ご自身で請求してください。詳細は(２)の「年金の請求・

決定・支給」を参照ください。 

昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の請求方法については、今後変更になる場

合があります。  

[MEMO] 退職者が死亡したときの遺族厚生年金 

 次のいずれかに該当する待機者が死亡したとき、要件を満たす遺族に遺族厚生年金が支給さ

れます。 

 ① 組合員であった方が退職後に在職中に初診日がある病気やケガによりその初診日から起算

して５年以内に死亡したとき。（保険料納付要件を満たす必要あり） 

 ② 組合員期間（被保険者期間）等が 25年以上※ある方が死亡したとき。 

 ※ 組合員期間（被保険者期間）等により短くなる場合があります。 

 

（２）年金の請求・決定・支給  

① 概要 

加入期間の要件を満たす組合員または退職者が、老齢厚生年金の支給開始年齢に

達したときや、組合員または受給権者が死亡したときなど給付事由が生じたとき、

年金受給権が発生します。 

年金を受給するためには、受給権者が日本年金機構あるいは公立学校共済組合に

対して年金の請求手続きが必要です。受給権が生じても請求しなければ年金は支給

されません。 

年金が決定されると受給権者に年金証書等が送付され、指定口座に年金が入金さ

れます。 

なお、年金の受給権は、請求をしないと受給事由が生じた日から５年間で時効に

より消滅します。  
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② 年金の請求  

年金の請求には、43 ページの提出書類一覧にある書類を日本年金機構あるいは

公立学校共済組合に提出する必要があります。そのほか必要な書類がある場合は、

本部(または支部)から連絡します。 

また、年金の請求方法は、年金の種類と請求時期が在職中か退職後かによって異

なります。 

 （退職者の場合）  

○老齢厚生年金 

支給開始年齢に達する３か月前に、最後に加入した実施機関から請求に必要な

書類が送付されます。送付のあった実施機関に提出してください。 

なお、２つ以上の種別の被保険者期間を有する方が請求する場合、原則として

一つの実施機関に年金請求書を提出することによって、他の実施機関に係る老齢

厚生年金も請求することができますので、送付された請求書を使って請求してく

ださい。  

○遺族厚生年金 

年金受給権者または待機者が死亡したときは、死亡した人が加入していた実施

機関に連絡してください。 

公立学校共済組合の場合は、本部又は支部のいずれかに連絡を受けますが、書

類は本部から送付されますので、請求書は本部に直接提出してください。 

なお、２つ以上の種別の被保険者期間を有する方が死亡した場合でも、原則と

して１つの実施機関に年金請求を提出することによって、他の実施機関に係る遺

族厚生年金も請求することができますので、送付された請求書を使って請求して

ください。 

 ○障害厚生年金 

組合員期間中に初診日のある病気やケガにより、65 歳に達する日の前日まで

に障害等級３級以上に該当する障がいの状態になったときは、公立学校共済組合

支部に連絡してください。必要な書類を支部からお送りしますので、退職者であ

っても支部に提出してください。  

退職後の年金請求時に本部年金相談室もしくは支部に伝える事項 

・氏名（退職時と異なる場合は旧姓も）・生年月日・郵便番号・住所・電話番号 

・待機者番号または年金証書記号番号 

・請求事由（請求手続きを行う年金）等  

（在職者の場合） 

○老齢厚生年金 

○障害厚生年金 

○遺族厚生年金 

いずれの年金も、在職中または退職後(直後)に受給権を

取得される方には、支部から請求方法等についてお知らせ

しますので、年金請求書は支部に提出してください。  

昭和 36 年 4 月 2 日以降に生まれた方の請求方法は、今後変更になる場合があります。 
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③ 年金の決定 

年金の請求から決定までは２～４か月間程度要します。２つ以上の種別の被保険

者期間を有する場合は、さらに期間を要します。 

年金が決定になると、受給権者に「年金証書」「年金決定通知書」「パンフレット」

等が送付されます。年金証書に表示されている氏名、生年月日、住所等に誤りがな

いか確認の上、大切に保管してください。 

④ 年金請求の流れ（令和５年度末に 60歳で退職される方） 

生年月日が昭和 38 年４月２日～昭和 39 年４月１日(公立大学法人の教員等は除

く) 

年金支給開始年齢 

老齢厚生年金は 65 歳から支給開始になり、併せて日本年金機構から老齢基礎年

金が支給されます。 

なお、60 歳以上であれば、支給開始年齢前であっても、繰り上げて受給できる

制度があります。希望する場合はお問い合わせください。 

年金請求の流れ 

老齢厚生年金は受給資格を満たす方が支給開始年齢に達すれば、在職中であっ

ても受給権を取得し、請求により年金が決定されます。流れは以下のとおりです。 

なお、平成 27 年 10 月から被用者年金の一元化が実施され、公務員共済組合以

外に民間の会社や私立学校にお勤めの期間をお持ちの方については、いずれか一

つの実施機関に請求書を提出することにより、それぞれの期間の老齢厚生年金を

同時に請求することができます。 

また、昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の請求方法については、今後変更になる場

合があります。 
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⑤ 年金の支給  

（初回支給） 
年金は、給付事由の生じた月の翌月分

から支給されます。 

初回支給は、支給開始月から定期支給

月の前月までの期間に対する支給分で

す。２回目以降は、定期支給月に支給さ

れます。 

（定期支給） 
年金は、年６回偶数月の 15 日に、支給期月の前月までの２か月分が支給されま

す。（基礎年金の支給日も同じです。） 

支給期月の 15 日が土曜日に当たるときは 14 日に、日曜日に当たるときは 13 日

に支給されます。  

⑥ 年金の受領方法 

（年金支払通知書の送付） 
原則年２回、６月定期支給期および 12 月定期支給期の送金に先立ち、年金支

払通知書が送付されます。通知内容は、それぞれ３定期分の支払予定日、支払額

等です。お手元に届きましたら住所、氏名を必ずご確認ください。 

なお、送付後に、改定等により支給額等が変更となった場合は、直後の定期支

給期に改めて変更後のお知らせがあります。  

（送金） 
定期支給日に、お届けの金融機関の口座に入金されます。 

⑦ 年金の支給期間  

年金の支給対象期間は、給付事由が発生した翌月分から給付事由の消滅したその

月分までになります。加給年金額や中高齢寡婦加算等の加算額についても同じです。

再就職や退職改定などにより年金額に変更を生ずる事由が発生したときも、その翌

月分から年金額が改定(変更)されます。 

また、失権事由が生じたときは、その事由が生じた月分まで年金が支給されます。

支給停止事由が生じた場合も同じです。 

例えば、老齢厚生年金の受給権者が亡くなったときは、亡くなった月分まで老齢

厚生年金が支給されます。遺族に遺族厚生年金が支給される場合は、亡くなった月

の翌月分から支給されます。 

⑧ 年金の失権  

年金が失権事由に該当したときは、その受給権は消滅し、年金の支給はなくなり

ますので、速やかに年金事務所や公立学校共済組合本部に連絡をしてください。失

権の連絡が遅れ次の年金が支給された場合は返納が必要です。 

なお、老齢厚生年金の受給権者ならびに障がい等級が１級または２級の障害厚生

年金の受給権者が死亡したときは、要件を満たす遺族に遺族厚生年金が支給されま

す。 

定期支給期日 支給期（２か月分） 

２月 12・１月分 

４月 ２・３月分 

６月 ４・５月分 

８月 ６・７月分 

10 月 ８・９月分 

12 月 10・11 月分 
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（３）年金受給権者の届出                              

① 現況届  

年金受給者の方の現況確認は、平成 15 年４月から住民基本台帳ネットワークシ

ステムを利用しているため、一部の方（１年以上外国に居住している方等）を除い

て廃止しています。 

加給年金額が加算された年金を受けている方には、加給年金額対象者の公的年金

および生計維持関係確認のため「加給年金額対象者に関する現況届」を誕生日の前

月に送付しています。提出期限までに提出がない場合、加給年金額の支給が停止さ

れます。  

② 年金受給権者氏名・受取機関変更届  

年金受給権者が年金受領機関の変更を希望するとき、または氏名が変更となった

ときに、日本年金機構あるいは公立学校共済組合本部に届出いただくものです。 

この届出が遅れますと、希望した受領機関で年金を受領できなかったり、本部か

ら送付される大切な書類(年金支払通知書、現況届、公的年金等の受給者の扶養親

族等申告書等)が届かない場合があります。 

［ＭＥＭＯ］住所の変更 

登録住所の変更は、平成 23 年 10 月から住民基本台帳ネットワークシステムを利用して行う

こととなったため、住民票の住所を変更すれば、年金受給権者からの届出は原則として不要に

なりました。ただし、変更が反映するまでに４～５か月かかることから、必ず郵便局に転送届

を提出してください。 

  なお、以下の方は住所変更の届出が必要ですので、本部までご連絡願います。 

   ・ 外国籍の方または外国に居住されている方 

   ・ 成年後見人が選任されている方 

③ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書  

所得税の課税対象となる老齢厚生(退職共済)年金等の受給権者には、毎年 10 月

に税額の控除を受けるための「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付さ

れますので、必要に応じて期限までに本部に提出してください。 

④ 年金受給権者再就職届書  

年金受給権者が常勤の公務員として再就職し、共済組合の一般組合員となったと

きは、再就職先の共済組合に「年金受給権者再就職届書」「年金証書(原本)」を提

出してください。当該届書に基づき、年金の全部または一部が支給停止となります。 

なお、遺族厚生年金や遺族共済年金、遺族年金および通算遺族年金の受給権者は

その必要はありません。 

民間会社、私立学校、公立学校(嘱託員･非常勤職員)等に再就職した場合、届書

等は提出不要です。国会議員や地方議会議員に就職した場合は、別途届書等の提出

が必要です。 
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⑤ 年金受給権者等の一身上の届出 

年金受給権者および加給年金額対象者に次のような一身上の異動があったとき

は、その旨を電話または郵便で速やかに日本年金機構または公立学校共済組合本部

に届け出てください。その際、年金証書記号番号と年金受給権者のお名前・住所・

電話番号をお知らせください。 

(ｱ) 年金受給権者が死亡したとき(下の［ＭＥＭＯ］参照) 

(ｲ) 各種遺族年金の受給権者が婚姻、養子縁組、養子縁組を解消したとき 

(ｳ) 各種障害年金の受給権者の障がいの程度が増進したとき 

(ｴ) 併給調整の対象となる他の公的年金受給権が発生したとき 

(ｵ) 併給調整されている年金への選択替えを行うとき 

(ｶ) 年金受給権者が、加給年金額が加算された老齢厚生年金を受給することとな

ったとき 

(ｷ) 年金受給権者が禁錮刑以上の刑に処されたとき 

(ｸ) 年金受給権者が雇用保険の失業手当(基本手当)を受給することとなったとき 

(ｹ) 加給年金額対象者が死亡、離婚、養子縁組、養子縁組の解消、子が婚姻した

とき 

(ｺ) 加給年金額対象者の生計が年金受給権者により維持されなくなったとき 

(ｻ) 加給年金額対象の配偶者が公的年金各法による老齢(退職)または障がいを事

由とする年金を受給することとなったとき（老齢基礎年金は除く。） 

［ＭＥＭＯ］年金受給権者が死亡したとき 

 年金受給権者が死亡した場合は、速やかに下記まで連絡してください。 

 連絡がないと続けて年金が支給され過払いとなりますので、返納の必要が生じます。 

 公立学校共済組合 本部 年金相談室 ☎０３－５２５９－１１２２  

支部            ☎０２４－５２１－７８０３  

［本部の事務処理］  

電話連絡を受けましたら、必要事項をお尋ねした上で、遺族厚生年金請求書類または年金受

給権消滅届書類をお送りします。書類は全て本部から送付します。 
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（４）年金と税金 

① 年金と所得税  

年金は、所得税法上「雑所得」として課税され、支給の都度、所得税が源泉徴収

されます。 

ただし、障がいおよび遺族の年金には課税されません。  

② 源泉徴収税額 

源泉徴収される税額は、次により算出します。 

 (ア)扶養親族等申告書を提出した方の計算方法  

 

 

(イ)扶養親族等申告書を提出していない方の計算方法 

 

  

※復興特別所得税を含む。 

所得税の源泉徴控除額表 

〔基礎的控除額〕 

区分 控除額（月額） 

65 歳未満 
年金の月割額×25％＋65,000 円 

＊90,000 円未満の場合は 90,000 円 

65 歳以上 
年金の月割額×25％＋65,000 円 

＊135,000 円未満の場合は 135,000 円 

月割額は、支給額をその支給月数で除して求めます。 

〔人的控除額〕 

控除の種類 控除額（月額） 

配偶者控除 

配偶者特別控除 

32,500 円 

（老人控除対象配偶者 40,000 円） 

扶養控除 

32,500 円 

（老人扶養親族    40,000 円） 

（特定扶養親族     52,500 円） 

障害者控除 

普通障がい者     22,500 円 

特別障害者      35,000 円 

（同居特別障害者    62,500 円） 

寡婦控除 

ひとり親控除 

寡婦        22,500 円 

ひとり親      30,000 円 

  各控除の条件は国税庁のホームページ等でご確認ください。 

源泉徴収税額 ＝（年金の支給額－控除額）×5.105％※ 源泉徴収税額の計算式 

控除額 ＝（基礎的控除額＋人的控除額）×支給月数 控除額の計算式 

源泉徴収税額 ＝（年金の支給額－控除額）×5.105％※ 源泉徴収税額の計算

控除額 ＝ 基礎的控除額×支給月数 控除額の計算式 
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③ 所得税の確定申告 

年金は、給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、ご自身で確定申告を

行ってください。 

また、確定申告が必要ない方でも、住民税の計算をするために市町村に申告が必

要な場合があります。 

詳しくは、お近くの税務署やお住まいの市区町村にお問い合わせください。 

(ア) 確定申告の対象となる方  

○ 確定申告が必要な方  

・ 年金収入の合計額が 400 万円を超える方 

・ 年金収入の合計額が 400 万円以下でも、公的年金等以外の所得金額が 20

万円を超える方  

○ 源泉徴収税額がある方で、確定申告をすることで所得税の還付が受けられる

可能性のある方  

・ 社会保険料、生命保険料、地震保険料を支払った方 

・ 10 万円を超える医療費を支払った方等  

(イ) 確定申告の時期 

   毎年２月 16 日から３月 15 日まで（休日の関係で始期・終期変更の場合あり） 

(ウ) 確定申告書の提出先  

住所地を管轄する税務署 

(エ) 確定申告に必要な書類 

• 確定申告書用紙 …税務署や確定申告会場で配付されています。 

国税庁のＷeb サイトで入手・作成することもできます。 

 • 公的年金等の源泉徴収票 

…「公的年金等の源泉徴収票」は、12 月定期支給期の「送

金案内書」と一体(２つ折り)で送付されます。確定申告を

行う場合に必要となる書類ですので、紛失しないように

保管してください。障がい及び遺族の年金は非課税です

ので、源泉徴収票は送付されません。 

• その他必要書類 

④年金と住民税 

年金は、所得税のほか、住民税（県民税・市町村税）が課税されます。 

退職後は、居住する市町村から送付される納税通知書により、「６月・８月・10

月・１月」に市町村の窓口または指定金融機関で納付します。 

65 歳以降は、原則として、住民税も年金から源泉徴収されます。 

住民税は、前年の所得に対し課税されるため、退職した年の住民税は現職時と同

程度の額が想定されます。退職の翌年以降は、老齢厚生年金等が住民税の課税対象

です。 
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（５）在職中あるいは再就職したときの年金の一部支給停止  

老齢給付の年金受給者の方が常勤の公務員や民間会社等に勤務して厚生年金保険に

加入しているとき、または国会議員・地方議会議員であるときは、年金の全部または

一部が支給停止される場合があり、常勤の公務員である場合は、経過的職域加算額及

び年金払い退職給付が全額停止されます。  

また、障害給付の年金受給者の方が民間会社等に勤務して厚生年金保険に加入して

いる場合または国会議員・地方議会議員である場合は、年金の支給停止はありません

が、常勤の公務員の場合は、経過的職域加算額及び年金払い退職給付が全額停止され

ます。  

なお、遺族給付の年金については、在職に伴う年金の支給停止はありません。 

対象者 

・厚生年金保険の被保険者となった方（常勤の公務員、公立学校の嘱託員、私立

学校の教職員、民間会社等への勤務などが該当します。） 

・国会議員、地方議会議員となった方 

・厚生年金保険の適用事業所に勤務されている 70 歳以上である方 

届出方法 

原則として届出は不要。ただし以下の場合は届出が必要 

・常勤の公務員となった場合 

「年金受給権者再就職届書」に年金証書を添えて再就職先の共済組合に提出 

・国会議員、地方議会議員となった場合 

「国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止

(解除)届」を提出(議会事務局等が直接情報提供を行う場合は提出不要) 

① ２以上の実施機関から年金を受けている場合  

すべての老齢厚生年金を合算して支給額の計算を行い、支給額がある場合は、支

給額をそれぞれの実施機関の年金額に応じて按分した額が支給されます。 

② 在職中の支給額  

基本月額と総報酬月額相当額に応じて算定されます。支給額が０円の場合、老齢

厚生年金は全額支給停止（繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。）となります。  

用語説明 

  基本月額：老齢厚生年金の月額（加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額

を除く。） 

 総報酬月額相当額： 

(その月の標準報酬月額)＋(直近１年間の標準賞与の合計÷12) 

支給額（月額・高在老方式） 

基本月額と総報酬月額相当

額の合計額が 48 万円以下 

はい 
全額支給 

いいえ   

計算方法 

基本月額 －（総報酬月額相当額＋基本月額－48 万円）÷２ 
 

「48 万円」は、令和５年度の額であり、変更される場合があります。 
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③ 退職したとき 

 支給停止となった方が退職したときは、年金の支給停止が解除されます。 

届出方法 

原則として届出は不要。ただし以下の場合は届出が必要 

・常勤の公務員であった場合 

退職による改定請求書を提出 

・国会議員、地方議会議員であった場合 

「国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在

職支給停止(解除)届」を提出(議会事務局等が直接情報提供を行

う場合は提出不要) 

 

（６）２つ以上の年金の選択  

① 一人一年金の原則と特例  

(ア)年金の受給権者が複数の共済年金または他の法律に基づく年金を受けること

ができる場合は、原則として、いずれか１つの年金を選択して受給します。こ

のとき、他の年金は支給停止になります（併給調整）。 

(イ)一元化の併給調整の特例は、併給調整の対象外となる給付を定めるもので、

厚生年金４通り(15 ページ参照)のうち、何れかの期間を２つ以上有している

場合に特例の対象となります。 

この特例に該当するのは、老齢厚生年金又は長期要件の遺族厚生年金です。

これらの給付に関しては、給付はそれぞれの加入期間に応じて給付されます

ので、併給可という考え方です。 

障害厚生年金又は短期要件の遺族厚生年金は、給付が重複する場合がある

ため特例の対象とはならず、併給調整が行われます。 

状況に応じて併給調整の対象となる場合、ならない場合がありますのでご

留意ください。 

② 選択方法  

選択の手続は、受給を希望する年金の支給先に年金受給選択申出書を提出します。

現在受給している年金とは別の年金受給権が生じたときや、複数の年金受給権があ

る方で現在停止されている年金の受給を希望するときは、本部(在職中の方及び退

職時は支部)に相談してください。 

なお、この年金の選択(変更)は、将来に向かってのみ何回も行うことができます。 
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③ ２つ以上の年金の受給（併給調整の例外） 

(ア)老齢厚生年金と併給することができる年金  

退職または老齢を給付事由とする次表に掲げる年金が、老齢厚生年金と併給す

ることができる年金です。 

適用法令 併給される年金 

地方公務員等共済組合法 

国家公務員共済組合法 
退職共済年金、減額退職年金 

私立学校教職員共済法 
退職共済年金、退職年金 

減額退職年金、通算退職年金 

厚生年金保険法 老齢厚生年金、老齢年金、通算老齢年金 

国民年金法 
老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金 

障害基礎年金 ※ 

旧船員保険法 老齢年金、通算退職年金 
※ 65 歳以上であっても、障がいの程度が１級または２級の障害基礎年金の受

給権者は、老齢基礎年金に替えて障害基礎年金を受給することができます。 

【併給可能例図】  

老齢厚

生年金 

退職共

済年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 退職共済年金 

老齢基礎年金 

(または 65 歳以上の

とき障害基礎年金) 

老齢基礎年金 

(または 65 歳以上の 

とき障害基礎年金）   

(イ)障害厚生年金と併給することができる年金  

同一給付事由（同一傷病）に基づく国民年金法による障害基礎年金が、障害

厚生年金と併給することができる年金です。 

【併給可能例図】  

（同一給付事由） 

障害厚生年金 

障害基礎年金 
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(ウ)遺族厚生年金と併給することができる年金  

次表に掲げる年金が、遺族厚生年金と併給することができる年金です。 

適用法令 併給される年金 

国家公務員共済組合法 

私立学校教職員共済法 

同一給付事由に基づく長期要件該当者の遺族共済

年金 

厚生年金保険法 
同一給付事由に基づく長期要件該当者の遺族厚生

年金 

国民年金法 同一給付事由に基づく遺族基礎年金 

国民年金法 
受給者が 65 歳に達している老齢基礎年金、老齢年

金、通算老齢年金、障害基礎年金※ 
※ 65 歳以上であって、障がい程度が１級または２級の障害基礎年金の受給権

者は、老齢基礎年金に替えて障害基礎年金を受給することができます。 

 

【併給可能例図】 

（同一給付事由） （同一給付事由に基づく長期要件該当） （65 歳以上の場合） 

遺族厚生年金 遺族厚生年金 遺族共済年金 老齢厚生年金 

遺族基礎年金 
老齢基礎年金 

(または 65 歳以上のとき老齢基礎年金） 

老齢基礎年金 

(または障害基礎年金) 

 

(エ)老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給(平成 19年４月から) 

遺族厚生年金の額が老齢厚生年金を受給する方ご自身の老齢厚生年金の額を上

回る場合、受給権者が歳に達した日以降は次の組み合わせとなります 

遺族厚生年金 
 遺族厚生年金(差額) 

老齢厚生年金  老齢厚生年金(全額) 

老齢基礎年金  老齢基礎年金 

年金額  支給額 

④職域年金相当部分の特例 

複数の年金受給権を有する方が、地方公務員等共済組合法または国家公務員共済

組合法に基づく共済年金以外の年金を選択したときであっても、支給停止対象の共

済年金のうち、その職域年金相当部分は支給停止になりません。 
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（７）年金加入期間確認通知書 

一元化以前は、老齢基礎年金の請求等の際に、加入していた年金制度が一つしかな

い方を除き、共済組合や日本年金機構が発行する年金加入期間確認通知書が必要でし

たが、一元化以降は各共済組合や日本年金機構で情報共有が図られています。 

ただし、年金加入期間確認通知書を求められる場合もあるため、58ページ(Ａ３に拡

大コピーしてご利用ください)や公立学校共済組合のホームページにある請求書を提

出してください。 

なお、請求書を提出する際は、返信用封筒(宛先を記入し､切手を貼付)を同封願いま

す。 

また、本部では、年金相談室での電話や、24時間受付の証明書等再交付自動受付サ

ービス（年金を受給されている方のみ）を行っています。  

証明書等再交付自動受付サービス ☎03－5259－8852 
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年金Ｑ＆Ａ 
１ 年金請求手続 

照会内容 回答 

１ 支給開始年齢になりましたので、老

齢厚生年金の請求をしたいのですが。 

支給開始年齢に達する１～２か月前に、最後に加入

した実施機関から請求に必要な書類が送付されますの

で、必ず支給開始年齢に達した後に提出してください。

ただし、転居や改姓等の連絡を本部に行っていないと

届かない場合がありますので、届かない場合は本部年

金相談室(☎03-5259-1122)に連絡してください。 

２ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受け

たいのですが、請求手続はどのように

したらよいですか。 

老齢基礎年金を繰上げ請求する場合、他の実施機関

の老齢厚生年金の受給権を有するときは、同時に繰上

げ請求しなければなりません。請求書類をお送りしま

すので、在職者の場合は最寄りの支部、その他の場合

は本部年金相談室に連絡してください。 

３ 年金受給者が死亡したのですが、手

続はどのようにしたらよいですか。 

年金受給者の死亡に伴う手続書類をお送りするため

の必要事項をお尋ねしますので、本部年金相談室か最

寄りの支部に連絡してください。 

４ 私が死亡した場合、妻に遺族年金が

支給されると聞いていますが、その手

続を教えてください。 

また、できれば手続に必要な関係書

類を送ってください。 

当共済組合の元組合員であった方が死亡した際に

「遺族」の要件を備えている方がいる場合には、その

方に遺族厚生年金が支給されます。その際の手続等に

ついては、本部年金相談室か最寄りの支部に死亡の連

絡をいただいたときにご説明します。 

なお、手続に必要な書類については、様式の変更等

が行われる場合もありますので、前もってお渡しでき

ません。 

５ 請求書およびそれに付随する書類

の記入方法がわかりません。 

本部年金相談室か最寄りの支部に連絡してくださ

い。 

６ 老齢厚生年金の支給開始年齢にな

りましたので、年金請求書類を提出し

ましたが、いつ頃決定されますか。 

年金の決定に関する標準的な処理期間は、請求書類

の提出から２～３か月ほどです。特に書類不備等の連

絡がない場合には、現在、処理中ですので、今しばら

くお待ちください。在職中の方の年金の決定について

は、共済支部(都道府県教育委員会)を通しての決定処

理になりますので、標準的な処理期間は４か月ほどに

なります。 

なお、他の実施機関に係る被保険者期間がある場合

は、さらに時間を要することがありますので、ご了承

願います。 

７ 年金(支払未済の給付も含む。)の請

求は、いつまでに行えばよいですか。 

年金の請求はいつでもできますが、支払いには時効

があり５年分しか遡りませんので、速やかに請求して

ください。 

※昭和 36 年 4 月 2 日以降に生まれた方の請求方法については、今後変更になる場合があ

ります。  
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２ 老齢厚生年金  

２－① 年金額  

照会内容 回答 

１（特別支給の）老齢厚生年金は何歳か

ら受給できますか。 

20 ページを参照してください。ただし、女性の厚生

年金の支給開始引き上げは男性より 5 年遅れであるの

に対し、共済年金は男女同じです。つまり、今年 60 歳

で退職する女性の方は、一般厚生年金被保険者として

の第 1 号厚生年金被保険者の期間があれば、その分の

年金を 63歳から受け取れますが、公務員としての第 3

号厚生年金被保険者期間は 65 歳からの受給となりま

す。 

２ 老齢厚生年金を受給していますが、

同時期に退職して在職年数も変わら

ない同僚に比べて年金額が低いのは

なぜですか？ 

年金額は、組合員(被保険者)期間の年数だけでなく、

在職中の給料等に基づいて算定された平均給料（給与）

月額や生年月日に応じた給付乗率などにより計算され

ます。 

そのため、在職年数は同じであっても、在職中の給

料や昇給の時期、給付乗率等に違いがあると、年金額

は異なります。 

 

２－② 加給年金額  

照会内容 回答 

１ 加給年金額対象者とは、どういう者

をいいますか。 

あなたの組合員(被保険者)期間が 20 年以上（20 年

あるとみなされるものを含む。）で本来支給の老齢厚生

年金の受給権を取得した当時に、あなたによって生計

を維持(生計同一で収入が 850 万円(所得 655.5 万円未

満))されていた方で、次のいずれかに該当する対象者

がいる場合に加算されます。 

・65 歳未満の配偶者 

・大正 15年 4 月１日以前に生まれた配偶者 

・大正 15年 4月 1日以前に生まれた受給権者の配偶者 

・18 歳に達する日の属する年度末までの間にある未婚の

子 

・20 歳未満で 1 級または 2 級の障がい状態にある未婚の

子 

２ 結婚したので、配偶者を加給年金額

対象者として申請したいのですが。 

 

加給年金額対象者として認定するためには、あなた

が本来支給の老齢厚生年金の受給権を取得した当時に

おいて、加給年金額対象者の要件を満たしていなけれ

ば該当になりません。 

その後、結婚しても、配偶者を加給年金額対象者と

して申請することはできません。障害年金受給者が結

婚した場合には、加給年金額対象者として申請できる

場合があります。（34 ページ）公立学校共済組合へご連

絡ください。 
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照会内容 回答 

３ 親と 20歳以上の学生の子を扶養親

族としていますが、加給年金額対象者

にはなりませんか。 

加給年金額対象者となる子は、18歳に達する日の属

する年度末までにある未婚の子か 20 歳未満で１級ま

たは２級の障がい状態にある未婚の子に限られます。 

また、親は加給年金額対象者には該当しません。 

４ 加給年金額対象者の配偶者が老齢

基礎年金の繰上げ支給を受ける場合、

加給年金額は停止されますか。 

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けても、加給年金額

は停止されません。 

５ 加給年金額対象者が年金を受ける

ようになりました。 

加給年金額対象配偶者が受給する年金によっては、

加給年金額が支給停止になります。本部年金相談室に

連絡してください。 

６ 加給年金額対象者の収入が 850 万

円を超えるようになりました。 

加給年金額の加算がなくなります。本部年金相談室

に連絡してください。 

７ 加給年金額対象者が亡くなりまし

た。 

加給年金額の加算がなくなります。本部年金相談室

に連絡してください。 

 

３ 障害厚生年金  

照会内容 回答 

１ 現在、私は障がいの状態にあります

が、障害厚生年金を受給することはで

きますか。 

在職中に初診日がある病気や負傷によって、初診日

から１年６か月を経過した日に(障害認定日)、障がい

の程度が障がい等級の１級から３級に該当する場合に

は、障害厚生年金が支給されます。障害認定日におい

て２つ以上の種別の被保険者であった期間を有する方

の障害厚生年金は、それらの期間が一つであるものと

みなして、初診日が属する実施機関において決定され

ます。さらに障がいの程度が１級または２級に該当す

る場合には、日本年金機構から障害基礎年金が併せて

支給されます。 

また、初診日から１年６か月を経過した日に障がい

の程度が障がい等級に該当しない場合でも、その後、

65 歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに、その

傷病によって障がい等級に該当する程度の障がい状態

になった場合には、障害厚生年金(障がいの程度が１級

または２級となった場合は障害基礎年金も)が支給さ

れます。 

２ 私は、障害厚生年金を受給するため

の要件を満たしているようですので、

請求したいのですが。 

障害厚生年金の請求は、退職されていても、在職し

ていた都道府県の共済組合支部で受付します。支部ま

でご連絡ください。 
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４ 遺族厚生年金 

照会内容 回答 

１ 年金を受給している者が死亡した

場合、遺族厚生年金を受給することが

できますか。 

遺族厚生年金は、老齢厚生（退職共済）年金の受給

権者が死亡したときのほか、被保険者または被保険者

であった方が次のいずれかに該当したときに、その方

によって生計を維持されていた遺族がいる場合に支給

されます。 

①被保険者が在職中に死亡したとき 

②被保険者が退職後に被保険者であった間の傷病が原

因で、初診日から 5 年以内に死亡したとき 

③障がい等級が 1 級または 2 級の障害共済(厚生)年金

または旧法の障害年金の受給権者が死亡したとき 

④老齢厚生(退職共済)年金、退職年金、減額退職年金

または通算退職年金の受給権者およびその受給資格

を満たした方(組合員期間等あるいは保険料納付済

期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25 年以

上ある者)が、死亡したとき 

２ 遺族厚生年金の支給を受けること

ができる遺族の要件を教えてくださ

い。 

遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族と

は、組合員または組合員であった方の死亡当時、その

方によって生計を維持されていた次の方をいいます。 

①配偶者および子 

②父母 

③孫 

④祖父母 

（夫、父母または祖父母の場合は 55 歳以上であるこ

と、子および孫については、18 歳に達する日の属する

年度末までの間にあってまだ配偶者のない方または障

がい等級が１級または２級の障がい状態にある 20 歳

未満の配偶者のいない方に限る。） 

なお、18歳に達する日の属する年度末までの間にあ

る子または 20 歳未満の障がい等級が１級または２級

の障がい状態にある子で現に婚姻していない子および

そのような子を持つ妻には、日本年金機構から遺族基

礎年金が併せて支給されます。 

また、子には組合員または組合員であった方の死亡

当時、胎児であった子が出生した場合も含まれます。 

３ 長期要件の遺族厚生年金の中高齢

寡婦加算はどの実施機関に加算され

るのですか。 

長期要件の場合、中高齢寡婦加算は合計した被保険

者期間の月数が 240 月以上であった場合に加算されま

す。この場合、厚生年金被保険者期間が最も長い一の

期間に基づく遺族厚生年金に加算され、同期間が複数

ある場合は、「１号遺厚→２号遺厚→３号遺厚→４号遺

厚」の順で加算されます。 

 

- 63 -



Ⅲ 年金について 

 

５ 既給一時金の返還  

照会内容 回答 

１ 退職一時金の返還の制度について

教えてください。 

退職時に、将来の年金のために原資を残して退職一

時金を受給した方、または退職一時金を全額受領した

が、その後公務員として再就職し、組合員期間が通算

して 20 年以上になった方が、老齢厚生年金等を受ける

権利を有することとなったときは、原則として退職一

時金として支給を受けた額の利子に相当する額を加え

た額を返還しなければならないこととされています。 

この額の返還については、返還額に達するまで、各

定期支給額の２分の１を控除するか１年以内に現金で

全額又は分割して返還するか年金の請求時に選択する

ことになります。 

２ 老齢厚生年金の受給権が発生する

前に障害厚生年金を受けるようにな

りましたが、退職一時金の返還はどう

なりますか。 

既給一時金の返還は、一時金の支給を受けた日の属

する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有す

ることとなった日の属する月までの期間を対象とする

こととされています。 

複数の年金受給権を有する方については、先に受給

権が発生した年金について利子計算を行うこととなっ

ています。 

あなたの場合、障害厚生年金の受給権が発生した月

までで返還額が決定し、障害厚生年金の支給額から控

除することになります。 

 

６ 年金の併給調整 

照会内容 回答 

１ 複数の年金受給権を持っている場

合の年金支給における調整方法につ

いて、教えてください。 

公的年金制度では、１人１年金が原則になります。 

複数の年金受給権を取得した場合には、原則として

いずれか１つの年金を選択して受給し、他の年金の支

給は停止されます。 

ただし、同一の給付事由に基づく年金については、

同時に受給することができ、経過的職域年金相当部分

については、支給停止となりません。 

２ 年金の選択換えをしたいのですが、

手続はどのようにすればよいのです

か。 

本部年金相談室に連絡してください。 

年金証書記号番号、氏名、住所、電話番号等を伺っ

た上で、「年金受給選択申出書」をお送りします。 

 

  

- 64 -



Ⅲ 年金について 

 

７ 基礎年金 

７－① 老齢基礎年金支給の繰上げ請求書・繰下げ請求書 

照会内容 回答 

１ 老齢基礎年金の繰上げ請求をした

いのですが。 

お近くの年金事務所あるいは公立学校共済組合本部

に連絡してください。在職中の場合は、１度支部にも

ご連絡ください。 

２ 老齢基礎年金の繰下げ請求をした

いのですが。 

お近くの年金事務所あるいは公立学校共済組合本部

に連絡してください。在職中の場合は、１度支部にも

ご連絡ください。 

 

７－② 老齢基礎年金受給者現況届 

照会内容 回答 

１ 「基礎年金受給権者現況届」が送ら

れてきたのですが。 

基礎年金受給権者現況届については、住民基本台帳

ネットワークシステムで生存確認を行っていますの

で、確認のできた方は、送付はありません。海外等に

在住で住民基本台帳ネットワークシステムで確認でき

ない方等は、送付されますので、期限までに提出して

ください。 

２ 「基礎年金受給権者現況届」を期限

までに提出しないと基礎年金はどう

なるのでしょうか。 

提出が遅れた場合は、次の定期支給から日本年金機

構から支払われる基礎年金が一時停止されます。期限

までに提出するようにしてください。 

 

８ 住所・口座の変更  

照会内容 回答 

１ 「変更届」の用紙を送ってください。

【年金の受領機関の変更、転居による

住所の変更、市区町村による住居表示

の変更等】 

住所変更の場合は、住民基本台帳ネットワークシス

テムで確認を行うため、届出の必要はありません。 

受領金融機関の変更については、日本年金機構ある

いは公立学校共済組合本部、支部へご連絡ください。 

２ 登録住所以外に「変更届」を送って

ください。 

異動届書は、登録住所以外にお送りすることができ

ません。転居の場合は、郵便局に転送の手続をお願い

します。 

３ 前月の 10 日に「変更届」を提出し

たのに定期支給の送金先が変更にな

っていません。 

定期支給に間に合うのは、前月(奇数月)の５日まで

に受け付けしたものです。 
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９ 証明書 

９－① 年金証書 

照会内容 回答 

１ 年金証書を紛失しました。再交付し

てください。 

支部では再交付できませんので年金証書記号番号を

確認の上、本部年金相談室に連絡してください。 

２ 年金証書の訂正（氏名変更）をして

ください。 

年金証書記号番号を確認の上、日本年金機構あるい

は公立学校共済組合本部、支部に連絡してください。 

なお、戸籍抄本が必要になります。 

 

９－② 改定通知書 

照会内容 回答 

１ 改定通知書を再交付してください。 支部では再交付できませんので、本部年金相談室に

ご依頼ください。 

２ 被扶養者の認定のため、年金額の証

明書を交付してください。 

被扶養者の認定には、改定通知書が証明となります

ので、その写しを提出してください。 

 

９－③ 年金加入期間確認通知書 

照会内容 回答 

１ 年金加入期間確認通知書を交付し

てください。 

退職して年金を受給している方および年金待機者の

方は、年金加入期間確認請求書に必要事項を記入し、

返信用封筒(84 円切手貼付)同封の上、本部または支部

に提出してください。 

在職中の方は、年金加入期間確認請求書に必要事項

を記入し、返信用封筒(84 円切手貼付)同封の上、支部

に提出してください。 

 

９－④ 年金証明書 

照会内容 回答 

１ 障害（共済）年金、遺族（共済）年

金受給者が老人ホームへ入所するた

め、年金証明書を交付してください。 

支部では交付できません。 

便箋に、氏名・印、年金証書記号番号、使用目的、

証明年を記入して、返信用封筒(84 円切手貼付)同封の

上、本部年金相談室に請求してください。 

代理人請求の場合は、委任状(同意書)、戸籍謄本が

必要です。 

課税年金の場合は、源泉徴収票が証明となります。 
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10 定期支給 
10－① 年金支払通知書（送金案内書） 

照会内容 回答 

１ 年金支払通知書が届きません。 

年金は振り込まれましたが、年金支

払通知書が届かないのはなぜですか。 

年金支払通知書は、原則として、年 2 回(6 月、12 月）

に送付することになっており、振込額や振込口座に変

更がなければ、その後の支払月には年金支払通知書は

送付されません。 

年金の送金回数は年６回(偶数月の 15 日、その日が

土曜日に当たるときは14日、日曜日に当たるときは13

日)で変わりません。 

２ 6月に送付された年金支払通知書で

は、9 月分までの各支払期（6 月、8月、 

10 月）の年金支払額しか記載されてい

ません。 

10 月分以降の年金額は、12 月にあらためて年金支払

通知書でお知らせします。また、年金支払通知書は、

年金の改定処理が行われたとき、扶養親族等に異動が

あったときなどにも送付されます。 

３ 年金を受けていた本人が死亡しま

したが、年金が口座に振り込まれまし

た。受け取ることはできますか。 

受給権者の死亡当時生計を同じくしていた①配偶者

②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他３親等内

の親族（①～⑦は請求できる順位）がいる場合、年金

は受給権者が死亡した月分まで受け取ることができま

す。死亡した月の翌月以降分の年金はお返しいただく

ことになります。 

なお、受給権者の死亡を受領金融機関が了知したと

きは、相続関係が明らかになるまでの間、口座が凍結

されることがあります。 

 

10－② 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書（10 月定期） 

照会内容 回答 

１ 申告書用紙が届きません。 毎年 10 月に日本年金機構・公立学校共済組合本部か

らお送りしています。ただし、年金額が 108 万円(65 歳

以上の場合は 158 万円・老齢基礎年金受給の場合 80 万

円)未満の方や、障がい・遺族の年金を受給されている

方については、非課税のためお送りしていません。 

２ 申告書用紙を紛失しました。 年金証書記号番号を支部または本部にお知らせくだ

さい。届出が必要な方の場合は、用紙を再度お送りし

ます。 

３ 「生計を一にする」とは、どのよう

な意味ですか。 

同一の家屋に居住して生活を共にしていることをい

いますが、次のような場合も該当します。 

①勤務・就学・療養等の都合で親族と日常の住居を

共にしていないが、余暇には住居を共にすること

を常例としている。 

②これらの親族間で、常に生活費・学費・療養費等

の送金が行われている。 
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照会内容 回答 

４ 扶養親族はいません。 各種人的控除(配偶者控除・扶養控除・障害者控除・

寡婦控除・ひとり親控除)を受けない場合、提出の必要

はありません(提出されない場合でも、提出された場合

の源泉徴収の所得税率(5.105％)に変更はなく、基礎的

控除のみ適用します。)。 

５ 年の途中から異動となる場合には

どうなりますか。 

扶養親族等申告書の該当年の 12 月 31 日時点の扶養

親族等の状況を推定し、記入してください。 

なお、年の途中で申告内容に変更が生じた場合は、

確定申告で精算してください。 

６ 扶養親族が死亡しました。 扶養親族が亡くなられても、その年は所得控除が受

けられますので、届出の必要はありません。亡くなら

れた年の翌年分の扶養親族等申告書から、亡くなられ

た方を扶養親族とせずに申告してください。なお、他

に申告する所得控除(障害者控除・配偶者控除等)がな

い場合は、申告書の提出は不要です。 

亡くなられた方が加給年金額対象者となっている場

合は、加給年金額対象者の死亡の届を本部にお送りく

ださい。(除籍謄本を添付してください。) 

 

10－③ 公的年金等の源泉徴収票(12 月定期) 

照会内容 回答 

１ 源泉徴収票が届きません。 源泉徴収票は、12 月定期の年金支払通知書と同封で

公立学校共済組合本部から送付しています。紛失され

た場合には再交付します。 

障がい・遺族の年金は所得税法上非課税ですので、

源泉徴収票は送付されていません。 

基礎年金分は 1 月下旬までに日本年金機構より発送

されます。未着又は手元にないということでの再交付

は、直接日本年金機構に請求することになります。 

２ 源泉徴収票に表示されている社会

保険料の金額は何ですか。 

介護保険法等に基づき、市町村からの依頼により年

金から徴収した介護保険料等の金額です。 

３ 記載されている扶養親族対象者が

違っています。 

扶養親族の内容を修正することはできません。申告

されたとおりに表示していますのが、申告内容と異な

る場合には、確定申告をしてください。 

４ 年金は、税法上の所得は何ですか。 退職を給付事由とする年金は、所得税法上「雑所得」

となります。 
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照会先一覧 
 

照会先 
 

照会内容 
住所・電話番号 

公立学校共済組合本部 

年金相談室 

〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台

2-9-5 

電話 03-5259-1122 

年金の請求、年金額の問い合

わせ、死亡等一身上の連絡、年

金加入期間確認通知書の発行、

年金証書の再発行など 

公立学校共済組合福島支部 

長期給付担当 

〒960-8688 

福島市杉妻町 2-16 

教育庁福利課内 

障害厚生年金請求、在職中の

年金加入期間確認通知書の発

行、年金に関する一般的な相談

など 

 

年金種類 公的年金関係機関 住所 電話番号 

厚生年金 

国民年金 

東北福島年金事務所 〒960-8567 福島市北五老内町 3-30 024-535-0141 

平年金事務所 〒970-8501 いわき市平字童子町 3-21 0246-23-5611 

相馬年金事務所 〒976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘 69 0244-36-5172 

郡山年金事務所 〒963-8545 郡山市桑野 1-3-7 024-932-3434 

会津若松年金事務所 〒965-8516 会津若松市追手町 5-16 0242-27-5321 

白河年金事務所 〒961-8533 白河市郭内 115-3 0248-27-4161 

私学共済 日本私立学校振興・

共済事業団 
〒113-8441 東京都文京区湯島 1-7-5 03-3813-5321 

 

なお、国民年金は、各市町村役場も窓口になっています。 
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Ｑ１ 退職するまでの手続きは何をするのでしょうか？ 

Ａ 退職届出書(年金待機者登録届出書)を１月中に提出してください。 

Ｑ２ その後はどうすればいいですか？ 

Ａ 年金待機者の登録後、自宅に｢年金待機者登録通知書｣が届きます。 

Ｑ３ 65 歳になったら、何をすればいいですか？ 

Ａ 

誕生日の２～３か月前(令和 10 年３月頃)に、年金請求書が公立学校共

済組合本部から届きますので、該当する箇所を記入し請求してください。 

 

Ｑ４ 請求書を提出したら、年金はいつ頃受給できるでしょうか？ 

Ａ 

年金は、支給事由の生じた翌月分から支給されます。花子さんの場合、

誕生月が５月ですから、翌月分の６月分から、７月分とあわせて定期支給

日の８月 15 日に振込まれる予定です。振込み前に、年金証書や送金案内書

が届きます。 

なお、初回は遅れる可能性がありますので少しお待ちください。 

Ｑ５ ちなみに、年金額はいくらでしょうか？ 

Ａ 誕生月にご自宅へ送付している｢ねんきん定期便｣でご確認ください。 

共子さんの場合 

生 年 月 日 昭和 38 年５月 10 日 

退職後の予定 なし 

コ メ ン ト 大学を卒業してから教員一筋です。 

退職後はゆっくり過ごす予定だけど、年金の手続きが不安です。 

請求書類は公立学校共済組合、年金事務所等、どちらでも受付します

（郵送可）。 

戸籍謄本等の添付書類が必要になります。必ず誕生日の前日以後に

交付を受けてください。 

ご不明なことがありましたら、本部または支部にお問合せください。 

※ 昭和 36 年４月２日以降に生まれた方の請求方法については、今後変

更になる場合があります。 

退職後の年金Ｑ＆Ａ 
「私の場合はどうなるの︖」 〜 退職後の主なケースにお答えします。 
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Ｑ６ ４月からも働くから退職時の手続きは不要ですか？ 

Ａ 一郎さんの場合、共済組合の組合員区分が一般組合員ではなくなります

ので、退職届書(年金待機者登録届書)を１月中に提出してください。 

Ｑ７ 請求書はどこから届きますか？ 

Ａ 
定年退職後、再任用短時間や会計年度任用職員（パートタイム）（短期組

合員（第１号厚生年金加入））として１月以上勤務している場合、年金請求

書は日本年金機構から、65 歳の誕生日の約３か月前(令和 10 年３月頃)に

届きます。Ｑ３の囲み欄を参照してください。 

Ｑ８ 年金はいつから受給できますか？ 

Ａ 

年金は、支給事由の生じた翌月分から支給されます。一郎さんの場合、

誕生月が６月ですから、翌月分の７月分から、定期支給日の８月 15 日に

振込まれる予定です。振込み前に、公立学校共済組合及び日本年金機構※か

ら、年金証書や送金案内書が届きます。 

なお、初回は遅れる可能性がありますので、少しお待ちください。 
※ 再任用短時間や会計年度任用職員(パートタイム）（短期組合員（第１

号厚生年金加入))として１月以上勤務すると、日本年金機構からも年

金が支給されます。 

Ｑ９ 65 歳時点で働いている場合、年金は全額受給できますか？  

Ａ 

年金と賃金等により、調整が行われ一部又は全部が支給停止となりま

す。年金と賃金等をあわせて 48 万円(令和５年度の額)を超えた場合は、

超えた額の半分が支給停止となります。 

過去１年分の賞与も支給停止の計算に影響しますので、ご注意ください。 

なお、経過的職域加算額は全額支給されます。 

 

  

一郎さんの場合 

生 年 月 日 昭和 38 年６月５日 

退職後の予定 再任用短時間か会計年度任用職員(パートタイム)で迷い中(短

期組合員(第１号厚生年金加入）） 

コ メ ン ト もう少し子どもたちと過ごしたいな。 

働きながら年金が貰えるって先輩方は言っていたけれど…。 
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Ｑ10 退職時に必要な手続きはありますか？ 

Ａ 
三郎さんの場合、共済組合の一般組合員の資格は引続きますが、今回の

退職時に退職届書(年金待機者登録届書)を１月中に提出してください。 

Ｑ11 
年金の手続きはどうなりますか？フルタイムを辞める時は、何

か必要ですか？ 

Ａ 

65 歳の誕生日の２～３か月前（令和９年６月月頃）に支部より年金請求

書を送付します。Ｑ３の囲み欄を参照してください。 

なお、年金決定後に再任用フルタイム勤務を終了される場合、退職時に

年金改定請求書の提出が必要です。 

また、受給権発生（65 歳）前に再任用フルタイム勤務を終了され、共済

組合の一般組合員でなくなる場合は、退職届書の提出が必要です。 

Ｑ12 フルタイム勤務中は、年金を受給できないのでしょうか？ 

Ａ 
経過的職域加算額は全額停止されます。それ以外の部分は、一部又は全

部が支給停止の対象となります。詳しくは 53 ページを参照してください。 

 

 

Ｑ13 
４月分から繰上げするには、いつまでに、何をしたら良いので

しょう？  

Ａ 
繰上げを希望する場合は、支部にご連絡ください。 

３月に必要な書類を送付しますので、記入の上、提出してください。 

Ｑ14 年金額は、どのくらい減りますか？  

Ａ 

１月あたり 0.4％の割合で減額されます。年子さんが令和６年４月分か

ら年金を受給する場合、老齢厚生年金は 60 月繰上げるので 24％減額とな

ります。同時に、老齢基礎年金も繰上げとなりますので、同様に 24％減額

になります。 

 

三郎さんの場合 

生 年 月 日 昭和 38 年８月５日 

退職後の予定 再任用フルタイムでできるだけ長く働きたい。 

コ メ ン ト まだまだ元気！  

年子さんの場合 

生 年 月 日 昭和 39 年３月５日 

退職後の予定 なし 

コ メ ン ト 少しでも早く年金を受け取りたい。 
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Ｑ15 民間企業に勤めていた分は早く受給できると聞きましたが…。 

Ａ 

女性で、１年以上民間企業等に勤務していた場合、その期間の老齢厚生年

金の支給開始年齢は共済組合加入期間のそれより早くなっています。 

済子さんの場合、７月で 64 歳になりますので、８月分から年金が受給で

きます。64 歳の誕生日の約３か月前(令和８年４月頃)に年金請求書が日本

年金機構から届きますので提出してください。 

ただし、一元化により平成 27 年 10 月以後は支給停止の対象になります。 

Ｑ16 共済組合期間の年金請求はどうなるのですか？  

Ａ 

済子さんのように、受給開始年齢の異なる年金を請求する場合は、お手数

をおかけしますが、手続きが２回必要です。 

65歳の誕生日の２～３か月前(令和10年４月頃)に年金請求書が公立学校

共済組合本部から届きますので、該当するページに記入の上、提出してくだ

さい。Ｑ３囲み欄を参照してください。 

 

 

済子さんの場合 

生年月日 昭和 38 年７月５日 

退職後の予定 民間企業に 24 か月勤務 

コメント 少し早めに年金を受け取れるのかしら？ 
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